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厚生労働省 行政事業レビュー（公開プロセス） 
令和４年６月２日（木） 

（９：３０～１７：００） 

会場：中央合同庁舎第５号館（９階省議室） 

 

１． 議事（対象事業） 

 

 

２． 外部有識者 

井出 健二郎 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 教授 ① に参加 

伊藤 由希子 津田塾大学 総合政策学部 教授 ①② に参加 

大屋 雄裕 慶應義塾大学 法学部 教授 ① に参加 

栗原 美津枝 （株）価値総合研究所 代表取締役 ①② に参加 

鈴木 亘 学習院大学経済学部 教授 ①② に参加 

滝澤 美帆 学習院大学経済学部 教授 ①② に参加 

増田 正志 公認会計士 ② に参加 

松原 由美 早稲田大学 人間科学学術院人間科学部 教授 ② に参加 

開催

日 
時間 対象事業 グループ 

６月２

日

（木） 

9:30 開会  

9:30～10:50 特定健康診査・保健指導に必要な経費 ① 

11:00～12:00 
女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事
業 

① 

13:00～14:20 フリーター支援事業 ② 

14:30～15:30 地域包括ケア「見える化」推進事業 ② 

15:40～17:00 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 ② 

17:00 閉会  
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厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課

医療費適正化対策推進室

「特定健康診査・保健指導に必要な経費」について
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特定健診・特定保健指導の概要

▶ 根拠法 ：高齢者の医療の確保に関する法律

▶ 実施主体 ：医療保険者

▶ 対象 ：４０歳以上７５歳未満の被保険者・被扶養者

▶ 内容（健診）：高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する

生活習慣病に関する健康診査を実施。

▶ 内容（保健指導）：健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定

保健指導を実施。

▶ 実施計画 ：医療保険者は６年ごとに特定健診等実施計画を策定

▶ 計画期間 ：第１期（2008～2012年度）、第２期（2013～2017年度）

第３期（2018年度～2023年度）

▶ 項目等 ：特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等
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特定健診・特定保健指導等の国庫補助事業

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導に要する

費用の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進するもの。

令和４年度予算額：２１１．５億円
（令和３年度予算額：２２１．９億円）

令和4年予算額
（令和3年度予算）

負担割合

国民健康保険 特定健康診査・保健指導負担金
158.8億円

（169.3億円）
国:1/3、都道府県:1/3、保険者1/3

国民健康保険組合 特定健康診査・保健指導補助金
5.7億円

（5.7億円）

定額
（市町村国保と同様に1/3を予定）健康保険組合 特定健康診査・保健指導補助金

27.2億円
(27.2億円)

全国健康保険協会 特定健康診査・保健指導補助金
19.8億円

（19.8億円）

合計
211.5億円

（221.9億円）
-

1.概要

２ .予算額・負担割合
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特定健診受診者数・受診率の推移
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特定健診受診者数 受診率

2023年度
全国目標 70％

（人）
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特定健診受診者数 受診率

2023年度
全国目標 45％

【特定健診受診者数・特定健診受診率】 【特定保健指導終了者数・特定保健指導実施率】
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（参考）特定健診・特定保健指導の実施状況について（2020年度）

特定健診 特定保健指導の対象者 特定保健指導の終了者

対象者数 受診者数 実施率 対象者数 対象者割合 終了者数 実施率

2020年度 54,183,746 28,916,186 53.4% 5,220,431 18.1% 1,186,047 22.7%

2019年度 53,798,756 29,935,810 55.6% 5,200,519 17.4% 1,205,961 23.2%

2018年度 53,723,213 29,396,195 54.7% 5,094,255 17.3% 1,183,786 23.2%

2017年度 53,876,463 28,587,618 53.1% 4,918,135 17.2% 959,129 19.5%

2016年度 53,597,034 27,559,428 51.4% 4,690,793 17.0% 881,183 18.8%

2015年度 53,960,721 27,058,105 50.1% 4,530,158 16.7% 792,655 17.5%

2014年度 53,847,427 26,163,456 48.6% 4,403,850 16.8% 783,118 17.8%

2013年度 53,267,875 25,374,874 47.6% 4,295,816 16.9% 759,982 17.7%

2012年度 52,806,123 24,396,035 46.2% 4,317,834 17.7% 707,558 16.4%

2011年度 52,534,157 23,465,995 44.7% 4,271,235 18.2% 642,819 15.0%

2010年度 52,192,070 22,546,778 43.2% 4,125,690 18.3% 540,942 13.1%

2009年度 52,211,735 21,588,883 41.3% 4,086,952 18.9% 503,712 12.3%

2008年度 51,919,920 20,192,502 38.9% 4,010,717 19.9% 308,222 7.7%
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（参考）保険者種類別の実施状況（2020年度）

（１）特定健診の保険者種類別の実施率

総数
（3,366保険者）
（5,418万人）

市町村国保
（1,738保険者）
（1,837万人）

国保組合
（161保険者）
（142万人）

全国健康保険協会
（１保険者）
（1,845万人）

船員保険
（１保険者）
（4.5万人）

健保組合
（1,380保険者）
（1,246万人）

共済組合
（85保険者）
（344万人）

2020年度 53.4% 33.7% 45.7% 52.3% 51.3% 77.7% 79.2%

2019年度 55.6% 38.0% 49.8% 53.7% 52.9% 79.0% 79.5%

2018年度 54.7% 37.9% 49.4% 52.2% 49.9% 78.2% 79.2%

2017年度 53.1% 37.2% 48.7% 49.3% 45.9% 77.3% 77.9%

2016年度 51.4% 36.6% 47.5% 47.4% 48.5% 75.2% 76.7%

2008年度 38.9% 30.9% 31.8% 30.1% 22.8% 59.5% 59.9%

（２）特定保健指導の保険者種類別の実施率

総数
（522万人）

市町村国保
（70万人）

国保組合
（13万人）

全国健康保険協会
（196万人）

船員保険
（0.8万人）

健保組合
（190万人）

共済組合
（51万人）

2020年度 22.7% 26.9% 11.3% 15.8% 11.6% 26.9% 30.7%

2019年度 23.2% 29.3% 10.1% 15.6% 10.3% 27.4% 30.7%

2018年度 23.2% 28.8% 10.1% 16.8% 8.4% 25.9% 30.8%

2017年度 19.5% 25.6% 9.3% 13.2% 7.6% 21.4% 25.5%

2016年度 18.8% 24.7% 9.1% 14.2% 7.2% 19.2% 23.2%

2008年度 7.7% 14.1% 2.4% 3.1% 6.6% 6.8% 4.2%
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（参考）都道府県別の実施状況（2019年度）
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（参考）業態別の実施状況（2019年度・健保組合）

（※1）健保組合における業態29分類（該当のない１業態を除く28業態）（※2）第2・3期特定健診等実施計画期間における特定健診実施率の全保険者目標値（70％）（※3）第2・3期特定健診等実施計画期間における
特定保健指導実施率の全保険者目標値（45％）（※4）()内の数字は、その業態に分類される組合数。全健保組合の組合数は、厚生労働省「2019年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について」の組合数。各業態
の組合数は、2020年度以降の解散・合併消滅組合を除いているため、各業態の組合数の合計は全健保組合数と一致しない。（※5） 「公務」は健保組合における業態
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ナッジを活用した特定健診・がん検診の受診勧奨

特定健診とがん検診の同時受診
（ナッジの活用）（福井県高浜町）

ソーシャルマーケティングを活用した
がん検診の受診勧奨

セット受診そのものについ
て希望日を囲む（オプトア
ウト式）
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諸外国における予防・健康づくりのエビデンスレビュー（文献検索）

 健診項目

一般集団へのスクリーニング
ハイリスク集団へのスクリーニング

（健診項目以外の年齢・既往歴等の情報から対象者を決定する方法）

高血圧 18歳以上の成人に高血圧のスクリーニングを推奨 【Grade A】 40歳以上あるいは高リスク集団には毎年のスクリーニングを推奨

糖尿病
肥満、妊娠糖尿病歴、家族歴などの情報を基にスクリーニング対象を
選択することを推奨

40～70歳の過体重または肥満の成人を対象に、心血管リスク評価の
一環として血糖異常のスクリーニングを行うことを推奨 【Grade B】

脂質異常症
40－75歳の集団において5年ごとに心血管リスク因子をスクリーニング
して、スタチンの一次予防導入を推奨 【Grade B】

心血管リスクの高い集団にはスクリーニング間隔を狭めることを推奨

肥満
2012年のガイドはすべての成人に肥満のスクリーニングを行うことを推
奨 【Grade B】

スクリーニングに組み合わせられた生活指導 生活指導一般（参考）

高血圧 生活習慣病一般に対する生活指導として言及

高血圧、脂質異常症、あるいは10年心血管リスクが7.5％を超える持
つ成人に対して、健康的な食事と身体活動を促進するための行動カウ
ンセリング介入を提供または紹介することを推奨
【Grade B】

糖尿病

糖尿病患者に対して行動療法（健康的な食事と運動習慣の指導）
を行うことを推奨
血糖異常者に対して、健康的な食事と身体活動を促進するための集
中的な生活指導介入を推奨 【Grade B】

脂質異常症

1つ以上の心血管リスク因子（脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙
など）を有し、10年心血管リスクが10％以上である心血管疾患の既
往歴のない成人に対して、心血管イベントの予防のために低用量から
中用量のスタチンを使用することを推奨 【Grade B】

肥満
BMIが30以上の成人に対して、臨床医による集中的な行動療法によ
る介入を推奨 【Grade B】

 保健指導

• 大規模実証事業（特定健診・保健指導）において、諸外国における予防・健康づくりに係るエビデ
ンスレビュー（文献検索）を実施。

• USPSTF（米国予防医学専門委員会）のエビデンスレビューにより、高血圧・糖尿病・脂質異常
症・肥満に対するスクリーニング検査・生活指導介入の有益性が高いものとして推奨されているこ
とを確認。

※USPSTF（米国予防医学専門委員会）とは、エビデンスレベルに応じて、予防サービスの格付けを行う米国の学術組織。GradeはUSPSTFの推奨。Gradeは、推奨の度合
いを表し、５種類（A（有益性が非常に高いことが確定的）、B（有益性が中程度が確定的）、C（有益性が小さい・確実性は中程度）、D（有益性がない）、I（エビデン
スは不十分））ある 1-10



我が国の特定保健指導の効果分析

 結果：特定保健指導と３年後の検査値等の変化 （（ ）内は95%信頼区間・太字は統計学的に有意な差）

体重
(kg)

収縮期血圧
(mmHg)

HbA1c※
(%)

LDLコレステロール
(mg/dL)

＜特定保健指導の対象者に選定されたことの効果＞

女性 -0.14kg
(-0.17 ～ -0.09)

-0.02
(-0.18 ～ +0.20)

-0.01%
(-0.02 ～ -0.01)

-0.19
(-0.91 ～ +0.99)

男性 -0.09kg
(-0.10 ～ -0.06)

-0.07
(-0.12 ～ +0.03)

-0.004%
(-0.006 ～ -0.001)

-0.54
(-1.08 ～ +0.18)

＜特定保健指導の実施の効果＞

女性 -1.04kg
(-1.33 ～ -0.66)

-0.13
(-1.36 ～ +1.49)

-0.07%
(-0.12 ～ -0.04)

-1.44
(-6.87 ～ +7.42)

男性 -0.87kg
(-0.96 ～ -0.61)

-0.63
(-1.14 ～ +0.28)

-0.03%
(-0.06 ～ -0.01)

-5.08
(-10.21 ～ +1.63)

※１～２ヶ月の血糖値の変動を反映する検査値。

NDBに含まれる2008～2018年の39～75歳の約4400万人分の特定健診・特定保健指導データを用いて、特定保
健指導が検査値等の変化に与える影響を検討した。３年および5年後までの健診結果（体重、収縮期血圧、HbA1c、
LDLコレステロール）に特定保健指導が与える影響を回帰不連続デザインで推定した。

 解析方法

• 大規模実証事業（特定健診・保健指導）において、NDBデータを用いて特定保健指導が健診結果に
与える影響を、回帰不連続デザインを用いて推定。

－ 体重・HbA1cについては統計学的に有意な減少が認められたが、収縮期血圧・LDLコレステロールについて
は改善傾向を示しているものの、有意差が認められなかった。

－ これらの変化が、生活習慣病や心血管病の発症予防においてどの程度寄与しているのかは引き続き詳細な検討が必要。
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特定保健指導のモデル実施

モデル実施による積極的支援【2018年度から実施】従前の積極的支援

※厚生労働省に実施計画を提出する必要あり。提出していない保険者においてモデル実施した場合は、特定保健指導とはみなさない。
※行動計画の実績評価の時点で腹囲及び体重の値が改善していない場合は、その後追加支援を実施し180ポイント以上に達すれば積極的支援

を実施したこととする。
※3ヶ月の介入の成果は、当該年の健診時の体重の値に、 0.024 を乗じた体重（ kg ）以上かつ同体重と同じ値の腹囲 cm以上減少している

ことでも可

• 保健師等の専門職による面談、
電話やメール等による支援を実施

• 支援の投入量に応じてポイント
を付与し、３ヶ月間の介入量
（180ポイント）を評価

• 継続的な支援の提供者や方法を緩和。成
果を出せる方法を保険者が企画して実施

• ３ヵ月間の介入の成果（腹囲２㎝以上、
体重２kg以上の改善）を評価

1.概要

2.モデル実施に係る取組例

（２）スポーツジム等の活用

・スポーツジムと契約し、施設
の利用、トレーナーによる指
導を提供

・スマホを活用した遠隔面談で
トレーナーによる運動指導

（３）アプリ等の活用

・日々の歩数をアプリに記録し、
成果の確認や運動・栄養指導

・食べたメニューを写真添付し、
食事指導。対象者の関心に併
せた情報提供

（１）事業主と連携

・福利厚生の健康ポイン
トを腹囲の減少量に応
じて付与

・事業主が従業員と面談
する機会を活用して保
健指導
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（参考）モデル実施に係る特定保健指導の効果検証の概要

• 2018年度に、積極的支援の全てをモデル実施で実施した保険者における積極的支援対象者（n=8,650）について、モデル実施導入に
係る効果を検証

（A：モデル実施導入前後の比較）

• モデル実施による1年後の検査値の変化と、従来の積極的支援による1年後の検査値の変化について比較検証。

（B：モデル実施終了の効果の比較）

• 1年後の体重・腹囲の減少の継続状況や、血圧やHbA1c、コレステロール等の他の検査値への影響について検証。

【対象者の定義】

モデル実施終了者：3か月後に2cm・2kgの改善を達成した者

積極的支援終了者：3か月後に2cm・2kgの改善を達成できず、従来の180ptの支援に切り換え、支援終了の条件を満たした者

（モデル実施者：モデル実施終了者及び積極的支援終了者）

積極的支援未実施者：積極的支援の対象者であったが、特定保健指導を受けなった者

積極的支援対象者 モデル実施対象者 モデル実施終了者

モデル実施未達成者

積極的支援（180p）
終了者

積極的支援（180p）
未実施者

モデル実施実施者

3か月後に2cm・2kg減
を達成：449人

【2018年度→2019年度の対象者の区分】

【2017年度→2018年度の対象者の区分】

積極的支援（180p）
終了者

積極的支援（180p）
未実施者

180pの支援終了：916人
積極的支援対象者

B.モデル実施終了の効果の比較

8,650人

7,651 人

7,470人

180pの支援終了：550人

8,386人

A.モデル実施導入前後の比較
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• 従来の積極的支援終了者と同様に、モデル実施者（モデル実施終了者及びモデル実施未達成者で積極的支援終了者）は、
積極的支援未実施者と比較して、翌年度の健診時に、ほとんどの検査項目で数値の改善傾向を認めた。

A：モデル実施導入前後の比較

※ HbA1c、LDL-Cについては、集計対象のうち、検査値が格納されている者の値を用いて算出
※ P値は、Wilcoxonの順位和検定を用いて、積極的支援未実施者群との2群間における差異を検定

モデル実施者
（モデル実施終了者＋積
極的支援終了者）

N=999

積極的支援
未実施者

N=7,651

平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差

体重（kg) -1.54 3.39 <0.01 -0.12 2.95

腹囲（cm） -1.73 3.76 <0.01 -0.13 3.40

BMI（kg/m2） -0.50 1.15 <0.01 -0.02 1.01

収縮期血圧
（mmHg）

-2.31 12.38 <0.01 -0.57 13.63

拡張期血圧
（mmHg）

-1.71 8.63 <0.01 -0.45 9.11

中性脂肪
（mg/dL）

-27.53 132.99 <0.01 -14.27 129.39

N=987 N=7,527

HbA1c（%） -0.04 0.49 <0.01 0.01 0.54

N=875 N=5,450

LDL-C
（mg/dL）

-1.65 21.89 0.44 -1.58 23.63

積極的支援終了者
N=916

積極的支援
未実施者

N=7,470

平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差

体重（kg) -0.93 3.21 <0.01 -0.08 3.00

腹囲（cm） -1.24 3.68 <0.01 -0.14 3.54

BMI（kg/m2） -0.29 1.09 <0.01 -0.01 1.02

収縮期血圧
（mmHg）

-1.74 13.10 <0.01 -0.06 13.06

拡張期血圧
（mmHg）

+0.21 9.04 <0.01 +1.15 9.18

中性脂肪
（mg/dL）

-27.20 130.11 <0.01 -13.63 131.91

N=901 N=7,345

HbA1c（%） -0.03 0.35 <0.01 +0.04 0.56

N=890 N=5,201

LDL-C
（mg/dL）

+0.62 22.46 0.80 -0.26 22.81

【2017年度→2018年度での検査値の変化】
（従来の積極的支援）

【2018年度→2019年度での検査値の変化】
（モデル実施）
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• モデル実施終了者は、積極的支援未実施者と比較して、翌年度（2019年度）の健診時でも、腹囲及び体重が減少した状態を
維持できていた。⇒①

• モデル実施終了者については、血圧やHbA1c等の項目についても、数値の改善傾向を認めており、特定保健指導対象者に関しては
体重管理を続けることが生活習慣病の改善に寄与しうる可能性が示唆された。⇒②

B：モデル実施終了の効果の比較

※ HbA1c、LDL-Cについては、集計対象のうち、検査値が格納されている者の値を用いて算出
※ P値は、Wilcoxonの順位和検定を用いて、積極的支援未実施者群との2群間における差異を検定

モデル実施終了者
N=449

積極的支援（180p）
終了者

N=550

積極的支援未実施者
N=7,651

平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差

体重（kg) -3.31 3.63 <0.01 -0.09 2.33 0.30 -0.12 2.95

腹囲（cm） -3.50 3.87 <0.01 -0.29 2.98 <0.05 -0.13 3.40

BMI（kg/m2） -1.11 1.23 <0.01 0.00 0.79 0.42 -0.02 1.01

収縮期血圧
（mmHg）

-3.88 13.39 <0.01 -1.02 11.34 0.39 -0.57 13.63

拡張期血圧
（mmHg）

-2.66 8.91 <0.01 -0.94 8.32 0.10 -0.45 9.11

中性脂肪
（mg/dL）

-40.39 114.54 <0.01 -17.03 145.59 0.71 -14.16 129.39

N=443 N=544 N=7,527

HbA1c（%） -0.10 0.33 <0.01 0.00 0.59 0.60 0.01 0.54

N=340 N=535 N=5,450

LDL-C（mg/dL） -5.03 22.32 <0.01 +0.50 21.39 0.10 -1.58 23.63

①

②
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特定健診・特定保健指導による効果検証（令和3年度大規模実証事業）

特定健診受診者
n=25,613,430

除外条件（既に糖尿病治療中）
n=1,457,404

保健指導非対象群

HbA1c < 5.6
n=1,491,060

HbA1c: 5.6～6.5
n=1,457,404

HbA1c ≧ 6.5
n=216,561

保健指導実施群
n=163,534

保健指導非実施群
n=1,293,870

保健指導対象群
n=4,256,978

HbA1cその他
n=1,091,953

▶ 集団定義（2013年度）

特定健診受診者は2500万人、保健指導対象者は430万
人。糖尿病予備群のうち、保健指導実施群は16万人、未
実施群は130万人の規模。

▶ 事業概要

 三菱総合研究所が厚生労働省委託事業により、特定
健診・特定保健指導による効果検証を実施。

▶ 分析方法

 2013年度に特定健診を受診した者のうち、糖尿病予
備群（HbA1c:5.6-6.5)で保健指導実施群の2019
年度（6年後）の実績医療費と期待医療費を比較
（保健指導未実施群も同様）。

※実績医療費（総和）は、各群の人数に対して性別・年齢階級別にか
かった医療費の総和。期待医療費（総和）は、各群の人数に対して性別・
年齢階級別に特定健診受診者全体の平均医療費を乗じた値の総和。

▶ 検討委員会

 厚生労働省委託事業内に、効果検証の評価を行う学識経
験者からなる検討委員会を設置。

◎今村知明 奈良県立医科大学公衆衛生学講座教授

加藤源太 京都大学医学部附属病院診療報酬センター准教授

西岡祐一 奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 助教

森由希子 京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 講師

◎委員長
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特定健診・特定保健指導による効果検証（主な結果）

【保健指導実施群】※特定保健指導を実施すること

※実績医療費・期待医療費は、１人当たり年間医療費（円）

【保健指導未実施群】※特定保健指導対象者とすること

 2019年度（6年後）の群間の比率の差は、 「特定保健指導対象者とすること」や「特定保健指導を実
施すること」が医療費を抑制する可能性を示唆している。

※ ただし、脱落が一定程度割合存在するため、今後、死亡による脱落等の精緻な検証等が必要。

保健指導未実施群
2019年度
（6年後）

人数 526,304

実績医療費 ¥290,761

期待医療費 ¥305,601

差分（実績ー期待） ▲¥14,840
比率（実績÷期待） 95.1

脱落率 53.0%

特定保健指導実施群
2019年度
（6年後）

人数 76,911

実績医療費 ¥296,019

期待医療費 ¥316,856

差分（期待ー実績） ▲¥20,836

比率（実績÷期待） 93.4

脱落率 59.3%

【比率（実績÷期待）】

【差分（実績ー期待）】

20,836

14,841

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

実施群

未実施群

93.4

95.1

92.5 93 93.5 94 94.5 95 95.5

実施群

未実施群

1-17



第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会

１ .目的

２ .検討事項

令和６年度に第４期特定健康診査等実施計画が開始されることを見据え、これまでの取組の実績やそ

の評価等を踏まえた効率的・効果的な実施方法等や、科学的な知見を踏まえた特定健診・特定保健指導

に関する技術的な事項についての検討を行う。（令和３年12月に第１回を開催）

３ .構成

• 事務局は、健康局健康課及び保険局医療介護連携政策課。

• 構成員は、学識経験者、保険者の代表者、関係団体の代表者の28名。

• 検討会の下に、実務的な課題を整理するため、「効率的・効果的な実施方法に関するWG」及び

「技術的な事項に関するWG」を設置。（今後の議論に応じて、必要があるときは、追加のWGを設

置予定）

• 特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等について

• 特定健診・特定保健指導に関する技術的な事項 など
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見直しの方向性（案）

見直しの方向性（案）

（１）保健指導の実施体制について、直営や委託の体制に依らず、効果的・効率的な保健指導を実施する

体制について、どう考えるか。

① 特定保健指導の実施体制等（ストラクチャー（構造））について

個人の受診者の行動変容につながり、成果が出たことを評価する方向（アウトカム評価の導入、

ICTを活用した取組など）で検討してはどうか。

見直しの方向性

【モデル実施の実施体制について】

• モデル実施を委託して実施するには、委託方法を事業成果に着目した契約に見直していく必要があるのではないか。成果連動型

民間委託契約方式（PFS/SIB）などを参考にモデル実施にあった委託方法を普及していく必要があるのではないか。

• モデル実施を導入している市町村国保（多くが直営）では、個々の希望に応じて支援方法を対象者が選択する取組を採用し、

アウトカムとポイント制を併用して評価している。直営の市町村国保でも導入しやすいよう、個々の市町村国保の取組事例の収

集・周知を進めてはどうか。
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見直しの方向性（案）

【ICTを活用した遠隔面接が有効な事例の普及】

• ICTを利用した特定保健指導については、面接の事前調整や準備、対象者のICT環境やICTリテラシーが低い方への対応、

指導者側のICTリテラシーも必要といった課題があげられている。一方、ICTを活用した保険者や利用者ともに、ICTを活用す

る意欲は高い。また、勤務形態（在宅、出社）や立地（遠隔地等）によってICTを活用しなければ、特定保健指導の実施

が困難な状況もある。

• ICTを活用した遠隔面接が有効な事例の普及に向けて、個々の課題に対応できるよう留意点などを「特定保健指導における

情報通信技術を活用した指導の実施の手引き」や 「標準的な健診・保健指導プログラム」で具体的に示していくこととしてはど

うか。

（２）ICTを活用した遠隔面接等の保健指導のニーズの高まりや普及状況等を踏まえ、ICTを活用した遠隔

面接が有効な事例の普及に向けた課題（事務負担・コスト、ICTリテラシー等）について、どう考えるか。

見直しの方向性（案）

① 特定保健指導の実施体制等（ストラクチャー（構造））について

【初回面接の分割実施の促進について】

• 初回面接の分割実施を実施している保険者では、特定保健指導の実施率の向上や対象者の負担軽減に資するというメリッ

トが得られていることから、引き続き、実施保険者を増やす必要があるのではないか。

• 未実施の理由として「実施体制の構築が困難」「委託先が実施できない」といった実施体制の課題となっていることから、ICTに

よる初回面接の分割実施など、柔軟な実施体制の普及を進めてはどうか。

• 特定健診当日には、特定保健指導の時間確保が困難な利用者がいることから、特定健診日から一定期間以内であれば初

回面接の分割実施ができるように条件を緩和してはどうか。
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見直しの方向性（案）

見直しの方向性（案）

• アウトカム指標である腹囲や体重、対象者が選択した「行動目標」や「行動計画」に沿った指標（例えば、歩数、食事
内容等）を記録（自動記録もしくは入力）するとともに、これらの記録が対象者に分かりやすい形で表示されるアプリ機
能が効果的ではないか。

• アプリ機能を有効に活用するためには、保健指導実施者が対象者の「行動計画」に沿った指標の記録を確認することが
できるとともに、「行動計画」が継続できるよう支援を行う必要がある。面接・相談のためのチャットやビデオ通話等の機能
があると効果的ではないか。

• 保健指導対象者個々人に行動変容を促し、生活習慣改善に資するような、効果的なアプリの機能やICTを活用した遠
隔面接の方法については、「標準的な健診・保健指導プログラム」で具体的に示していくこととしてはどうか。

（１）ICTを活用した加入者への働きかけの方法について

モデル実施では、生活習慣改善のため、加入者が健康情報を自ら記録し管理するアプリを活用している事
例もある。保健指導対象者個々人に行動変容を促し、生活習慣改善に資するような、効果的なアプリの機
能や活用方法とは、どのようなものか。

② 実施する特定保健指導の内容等（プロセス（過程））について
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見直しの方向性（案）

（２） プロセスの見える化について

－ 特定保健指導の指導内容や指導による対象者の行動変容に係る情報を収集し、「見える化」を推進す
ることで、どのような取組が効果的か保険者が把握することについて、どう考えるか。こうした情報の分析によ
るエビデンスの構築など、質の高い保健指導を対象者個々人に還元していく仕組みについて、どう考えるか。

－ 「見える化」に必要な収集項目は、どのようなものが考えられるか。また、現場負担も考慮した収集項目の
記録、データ化、収集方法等について、どのように考えるか。

－ モデル実施による介入の対象者は、対象者全員に対して実施している場合やリピーター等に対象を限定を
している場合がある。「見える化」の推進により構築されるエビデンスに基づき、対象者の特性に応じた保健
指導を実施することについて、どう考えるか。

② 実施する特定保健指導の内容等（プロセス（過程））について

見直しの方向性（案）

• 特定保健指導の指導内容や指導による対象者の行動変容に係る情報を収集し、「見える化」を推進することで、効果的
な取組を保険者が把握することが重要ではないか。こうした情報の分析によるエビデンスの構築など、対象者の特性に応じ
た質の高い保健指導を対象者個々人に還元していく仕組みが重要ではないか。その際、現場負担も考慮した収集項目
を考えていく必要があるのではないか。

• 特定保健指導の「見える化」に必要な収集項目は、厚労科研の研究班で特定保健指導のプロセス評価の体系について
検討中であり、その成果を踏まえて検討することとしてはどうか。

• 特定保健指導の早期介入は重要なため、特定保健指導のプロセスとして早期の実施を評価をしてはどうか。

• 見える化において特定保健指導の実施の効果が翌年にも継続しているかを指標としてはどうか。
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見直しの方向性（案）

アウトカム評価の導入について

－ 特定保健指導の評価に、対象者の身体状態の改善を評価する指標を設定し、その指標を達成したこと
を持って、保健指導の実施を評価（アウトカム評価の導入）することについてどう考えるか。

－ モデル実施における２cmかつ２kgの目標達成者や、未達成でその後180ポイントを終了した者の状況
等を踏まえ、アウトカム評価の指標について、どのように考えるか。

③ 特定保健指導の対象者の身体状態の改善等（アウトカム（結果））について

• 特定保健指導のアウトカム評価は、実施率の向上等の一定のメリットがある一方で、高齢期であって体重や筋肉量の減少、

低栄養等によるロコモティブシンドロームやフレイルの予防の方が優先的に必要な方等においては2cm・2kgというアウトカム評

価指標がなじまない対象者も存在することから、 アウトカム評価を原則としつつも、従前のポイント制（介入時間と手段に応じ

たポイント）の評価を併用することとしてはどうか。

• アウトカム評価指標として、「行動変容ステージモデル」に基づき、対象者が選択した行動目標について、実際に行動を変える

ことができたかどうかも評価してはどうか。

• モデル実施のアウトカム評価（2cm・2kg）に加え、もう一段階（例えば１cm・１kg等）の指標を設定し、その達成と上記

の行動変容を組み合わせて、段階的に評価することも可能としてはどうか。

見直しの方向性（案）
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○ アウトカム評価は実績評価時に一度評価する。

○ 主要達成目標：2cm・2kg※・・・180P（条件達成）

※当該年の健診時の体重の値に、0.024を乗じた体重（kg）以上かつ同体重と同じ値の腹囲（cm）以上減少している

○ 中間達成目標：以下のポイントの合計値で上限は90P

特定保健指導の実績評価体系（案）

②プロセス評価

①アウトカム評価

・1cm・1kg ・・・30p

〇初回面接以降は以下を評価

・個別（ICT含む）・・・60p

・グループ（ICT含む） ・・・ 60p

・電話・・・ 30p

・電子メール・チャット等 ・・・20p

・食習慣の改善・・・20p

・運動習慣の改善・・・20p

・喫煙習慣の改善・・・20p

○健診後早期の保健指導（分割実施含む）を評価

・健診当日の初回面接・・・ 20p

・健診日1週間以内の初回面接・・・ 10p

・休養習慣の改善・・・20p

・その他の生活習慣の改善・・・20p
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健康増進計画

特定健診・特定保健指導の見直しの今後のスケジュール

R3(2021)
年度

R4（2022）
年度

R5(2023)
年度

R6(2024)
年度

医療費適正化計
画

（国）

医療費適正化計
画

（都道府県）

特定健診・保健指導
の見直し

4期計画
(2024~29)

・指標、目標作成
・医療費推計方法
検討

医療保険部会

第３期の進
捗と論点
提示

都道府県における
医療費適正化計画策定作業

全国医療費
適正化計画
提示

(3月頃)

第4期特定健康
診査等実施計画
(2024~29)

論点別の議論
（枠組み）

とりまとめ

まとめ

保険者における
第4期実施計画策定作業

第4期特定健診・保健指導の見直し検討会

とりまとめ

実施方法WG

報告

※今後の議論に応じて、必要があるときは、追加のワーキンググループを設置する。

次期国民健康づ
くり運動プラン
(2024～)

検討会
次期プラン検討

次期プラン
公表

都道府県における
健康増進計画策定作業

評価委員会
健康日本21

（第二次）最終評価

報告設置

とりまとめ

技術的事項WG
とりまとめ
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【2018年度以降】※加減算は、健保組合・共済組合が対象（市町村国保は保険者努力支援制度で対応）

１．支援金の加算（ペナルティ）
• 特定健診・保健指導の実施率が一定割合に満たない場合に加算対象となる。
• 加算率は段階的に引上げ（2018年度最大２％ → 201９年度最大４％ → 2020年度以降最大10％）

２．支援金の減算（インセンティブ）
• 特定健診・保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅（＝成果指標）、がん検診・歯科健診、事業主との連携等の複数
の指標で総合評価

（上記以外の総合評価項目）
• 後発医薬品の使用割合（＝成果指標）
• 糖尿病等の重症化予防等
• 健診の結果の分かりやすい情報提供、対象者への受診勧奨
• 事業主との連携（受動喫煙防止、就業時間中の配慮 等）
• 予防・健康づくりの個人へのインセンティブの取組 等

■ 加算（ペナルティ）範囲の拡大：健診受診率57.5％未満 ⇒ 70％未満（単一健保の場合）
■ 減算（インセンティブ）の評価基準見直し： ①成果指標の拡大（がん精密検査受診率など）、②事業の効果検証の要件化

③適正服薬の取組を評価、④歯科健診等の評価点引き上げ 等

中間見直しの内容（2021年度～）

後期高齢者支援金の加算・減算制度

○各保険者の特定健診の実施率等により、当該保険者の後期高齢者支援金
の額について一定程度加算又は減算を行う制度。

○2018年度以降、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、がん検診や
事業主との連携などの取組を評価し、特定健診・保健指導や予防・健康
づくり等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視する仕組
みに見直し。 （

減
算
）

後
期
高
齢
者
支
援
金

（
若
年
者
の
保
険
料
）

約
４
割

高齢者の
保険料

（１割）

保険者A

拠出
保険者B

保険者C

（
加
算
）

（
加
算
）

公
費
（
約
５
割
）

〔
国
：
都
道
府
県
：
市
町
村

＝
４
：
１
：
１
〕

＜後期高齢者支援金の仕組み＞

0

加算と減算の規模は同じ

特定健診・保健指導の実施率が低い
（複数区分で設定）

減算（インセンティブ）

加算（ペナルティ）

最大10％

2020年度以降
最大10％

加算の規模に応じて減算率等を設定

複数の指標で総合評価
（複数区分で設定）

（後期高齢者医療制度の財源）（各保険者の後期高齢者支援金）
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2021～2023年度支援金の加算（特定健診）について

○2023年度（2022年度実績）は、2018年度実績をもとに加算対象の上限を設定すると、単一健保・共済組合は70％、総合健保等は
63.2％となる。

○2021～2022年度（2020～2021年度実績）は、現行制度の延長として段階的に加算対象の上限値を引き上げていくが、新型コロナウ
イルスの影響を踏まえ、2021年度（2020年度実績）においては2020年度（2019年度実績）の加算対象・加算率を適用し、2022年度
（2021年度実績）においては単一健保・共済組合は65％、総合健保等は60％に設定する。

○実施率が特に低い保険者の加算率は法定上限の10％とする。

○加算対象保険者のうち実施率が一定以上の保険者については、総合評価の項目で一定以上の取組が実施されている場合、加算対象とし
ないこととする。

特定健診と特定保健指導の加算率を合計して10％を超える場合の加算率は10％（法定上限）となる
（※）該当年度において、特定健診・保健指導（法定の義務）以外の取組が一定程度(総合評価の項目で集計)行われている場合には加算を適用しない【加算除外】

特定健診の実施率 加算率

単一健保
共済組合

(私学共済除く)
総合健保・私学共済
全国土木建築国保

2018年度
(2017年度実績)

2019年度
(2018年度実績)

2020年度
(2019年度実績)

2021年度
(2020年度実績)

2022年度
(2021年度実績)

2023年度
(2022年度実績)

45％未満 42.5％未満 １.０％ ２.０％ ５.０％
（１０％）
５．０％

１０％

１０％

45％以上～50％未満 42.5％以上～45％未満 ―

０.５％（※） １.０％（※）
（２.０％）

１．０％（※）
３.０％

50％以上～57.5％未満 45％以上～50％未満 ― ４．０％

57.5％以上～60％未満 50％以上～55％未満 ― ― ―
（０.５％（※））

―
１.０％ ２.０％

60％以上～65％未満 55％以上～60％未満 ― ― ― ― ０.５％（※） １．０％

65％以上～70％未満 60％以上～63.2％未満 ― ― ― ― ― ０.５％（※）

2021年度は感染症拡大の影響を考慮し2020年度の加算対象及び加算率を適用する
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特定健診と特定保健指導の加算率を合計して10％を超える場合の加算率は10％（法定上限）となる。
（※）該当年度において、特定健診・保健指導（法定の義務）以外の取組が一定程度（総合評価の項目で集計）行われている場合には加算を適用しない。

2021～2023年度支援金の加算（特定保健指導）について

特定保健指導の実施率 加算率

単一健保
共済組合

（私学共済除く）

総合健保・私学共済

全国土木建築国保

2018年度
(2017年度実績)

2019年度
(2018年度実績)

2020年度
(2019年度実績)

2021年度
(2020年度実績)

2022年度
(2021年度実績)

2023年度
(2022年度実績)

0.1％未満 1.0％ 2.0％ 5.0％
（10％）

5.0％
10％

10％

0.1％以上～1％未満

0.25％ 0.5％

1.0％
（2.0％）

1.0％

3.0％
1％以上～2.75%未満 1％以上～1.5％未満 4.0％

2.75％以上～5.5％未満 1.5％以上～2.5％未満 － 0.25％（※） 2.0％ 3.0％

5.5％以上～7.5％未満 2.5％以上～3.5％未満 ― ―

0.5％（※）

（1.0％）
0.5％（※）

1.0％ 2.0％

7.5％以上～10％未満 3.5％以上～5％未満 ― ―
（1.0％（※））

0.5％（※）
0.5％

健保等のみ（※）
1.0％

健保等のみ（※）

10％以上～

11％未満

10％以上～

11.7％未満
― ― ― ― ―

（共済組合のみ対象）

0.5％（※）
1.0％（※）

11％以上～

11.4％未満

11.7％以上～

13.5％未満
― ― ― ― ― ― 0.5％（※）

2021年度は感染症拡大の影響を考慮し2020年度の加算対象及び加算率を適用する

○特定保健指導は運用の見直しによる影響があることを考慮し、2023年度（2022年度実績）は、2019年度実績をもとに加算対象の上限
を設定する。 2023年度末までにすべての保険者が20％（総合健保等は15％）まで達することを目指し、減算やその他の取組（好事例
の情報提供、弾力的な実施方法の定着化等）と併せて総合的に推進する。

○2021～2022年度（2020～2021年度実績）は、2018年度実績をもとに加算対象の上限を設定すると、単一健保は10％、共済組合は
11.7％、総合健保等は５％となる。

○実施率が特に低い保険者の加算率は法定上限の10％とする。

○加算対象保険者のうち実施率が一定以上の保険者については、総合評価の項目で一定以上の取組が実施されている場合、加算対象とし
ないこととする。

1-28



健保組合・共済の保険者機能の総合評価の項目・配点（2021～2023年度）

総合評価項目

大項目１ 特定健診・特定保健指導の実施（法定の義務） 重点項目 配点

①
特定健診・特定保健指導の実施率（実
施率が基準値以上）

特定健診・特定保健指導の実施率の基準値を達成すること
【配点】10点＋以下の基準に基づく点数
（前年度の特定健診の実施率－特定健診の保険者種別の基準値）/（100％－特定健診の保険者種別の基準値）×20＋（前年度の特定保健指
導の実施率－特定保健指導の保険者種別の基準値）/（100％－特定保健指導の保険者種別の基準値）×20 （整数値に四捨五入する）
（※）保険者種別の基準値（減算対象となる基準）
特定健診（※1）：単一健保・共済81%、総合健保等76.5%、特定保健指導（※2）：単一健保・共済30%、総合健保等15%

○
(必須)

10～50

②
被扶養者の特定健診・保健指導の実施
率（基準値に対する達成率）

被扶養者の実施率の基準値に対する達成率を把握すること
【配点】
前年度の被扶養者の特定健診の保険者種別の基準値に対する達成率×被扶養者の特定保健指導の保険者種別の基準値に対する達成率×10（整
数値に四捨五入し、10を超える場合は10とする）
（※）保険者種別の基準値 （被扶養者の基準値は、加入者全体の基準値とする）
特定健診（※1）：単一健保・共済81%、総合健保等76.5%、特定保健指導（※2）：単一健保・共済30%、総合健保等15%

― 0～10

③
特定保健指導の対象者割合の
減少

特定保健指導の対象者割合が減少していること
【配点】2.5×（前々年度から前年度の特定保健指導の該当者割合の減少ポイント）
（整数値に四捨五入し、25を超える場合は25とする）

― 0～25

小計 85

（※１）2018～2020年度支援金の減算基準と同じ
（※２）2018年度実績のおおよそ平均値（単一健保：32.3%、共済：32.8%、総合14.7%）。2023年度の減算（2022年度実績）の基準値は、2019実績をもとに2021年度に再修正の要否を検討したが、平均
値に大きな変化は見られなかったため、据え置きとしている。

大項目２ 要医療の者への受診勧奨、糖尿病等の重症化予防

① 個別に受診勧奨・受診の確認
特定健診結果から、医療機関への受診が必要な者を把握し、受診勧奨を実施し、一定期間経過後に、受診状況をレセプトで確認すること
（※）「標準的な健診・保健指導プログラム」の具体的なフィードバックを参考に受診勧奨の情報提供を行う

○
(必須)

5

②
医療機関への受診勧奨基準において速やか
に受診を要する者の医療機関受診率

①で確認した受診状況をもとに、医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率を把握すること
【配点】５点＋以下の基準に基づく点数
・医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率×5（整数値に四捨五入）

― 5～10

③
糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症化予防
の取組Ⅰ

以下の３つの基準を満たす糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症化予防の取組を実施していること
①対象者の抽出基準が明確であること（抽出基準に基づく対象者が０人である場合は取組達成とみなす）
②保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること（治療中の者に対して実施する場合は医療機関と連携すること）
③健診結果のみならず、レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し、糖尿病性腎症等対象者の概数を把握していること

○
(必須)

3

④
糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症化予防
の取組Ⅱ

Ⅰの取組に加えて、以下の２つの取組を行っていること
④①の抽出基準に基づき、全ての糖尿病等未治療者及び治療を中断した者に対して、文書の送付等により受診勧奨を実施していること。また、
実施後、対象者の受診の有無を確認し、受診が無い者には更に面談等を実施していること。
⑤保健指導対象者のHbA1c,eGFR,尿蛋白等の検査結果を確認し、取組の実施前後でアウトカム指標により評価していること

― 3

小計 21
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平成27年国保法等改正により、市町村国保について、医療費適正化に向けた取組等に対する支援を行うため、保険者

の取組状況に応じて交付金を交付する保険者努力支援制度を創設。

国保財政の仕組み（イメージ）

低所得者の保険料に
対する支援措置等

50％ 50％

公費負担保険料

保険者努力支援制度

制度概要

・市町村・都道府県について、医療費適正化に向けた取組等を評価する指標を設定し、
達成状況に応じて交付金を交付（平成30年度～）

※H28・29年には市町村を対象に前倒しで実施

（財源：特別調整交付金、H28年度：150億円、H29年度：250億円）

・財政規模：約1000億円（国保改革による公費拡充の財源を活用）
※うち、特別調整交付金によりH30年度：約163億円、H31年度以降：約88億円を措置

□市町村分 ＜500億円程度＞
（指標の例）特定健診･特定保健指導の実施率、後発医薬品の促進の取組・使用割合 等

□都道府県分 ＜500億円程度＞
（指標の例）医療費適正化のアウトカム評価（医療費水準・医療費の変化） 等

抜本的強化

以降も毎年度、各自治体の取組状況等を踏まえ、地方団体等と協議の上、評価指標・配点割合の見直しを実施

保険者努力支援制度

令和２年度～

＜取組評価分＞
①予防・健康インセンティブの強化 （例）予防・健康づくりに関する評価指標（特定健診・保健指導、重症化予防等）の配点割合を引上げ

②成果指標の拡大 （例）糖尿病等の重症化予防について、アウトカム指標を導入

＜予防・健康づくり支援分（事業費分・事業費連動分）＞※新設
・令和２年度より500億円を追加し、「事業費」として交付する部分（200億円※）を設け、「事業費に連動」して配分する部

分（300億円。評価指標を設定し配分）と合わせて交付することにより、自治体における予防・健康づくりの取組を後押し
※従来の国保ヘルスアップ事業（特別調整交付金）を統合し事業総額は250億円
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指標⑤ 第三者求償の取組の実施状況

○第三者求償の取組状況

指標① 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該
当者及び予備群の減少率

○特定健診受診率・特定保健指導実施率
○メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

保険者共通の指標 国保固有の指標

指標② 特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に
基づく受診勧奨等の取組の実施状況

○がん検診受診率
○歯科健診受診率

指標③生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組の実施状況
○生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組の実施状況
○特定健診受診率向上の取組実施状況

指標④ 広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況
○個人へのインセンティブの提供の実施
○個人への分かりやすい情報提供の実施

指標⑤ 加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況
○重複・多剤投与者に対する取組

指標⑥ 後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況
○後発医薬品の促進の取組・使用割合

指標① 収納率向上に関する取組の実施状況

○保険料（税）収納率

※過年度分を含む

指標② 医療費の分析等に関する取組の実施状況

○データヘルス計画の実施状況

指標③ 給付の適正化に関する取組の実施状況

○医療費通知の取組の実施状況

指標④ 地域包括ケア推進・一体的実施の実施状況

○国保の視点からの地域包括ケア推進・一体的実施の取組

指標⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況

○適切かつ健全な事業運営の実施状況

○法定外繰入の解消等

令和４年度の保険者努力支援制度 取組評価分

市町村分（500億円程度）

都道府県分（500億円程度）

○主な市町村指標の都道府県単位評価(※)
・特定健診・特定保健指導の実施率
・糖尿病等の重症化予防の取組状況
・個人インセンティブの提供
・後発医薬品の使用割合
・保険料収納率
※都道府県平均等に基づく評価

○年齢調整後一人当たり医療費

・その水準が低い場合

・前年度(過去３年平均値)より一定程度改善

した場合に評価

○重症化予防のマクロ的評価

・年齢調整後新規透析導入患者数が少ない場合

○都道府県の取組状況

・医療費適正化等の主体的な取組状況

（保険者協議会、データ分析、重症化予防、重

複・多剤投与者への取組 等）

・法定外繰入の解消等

・保険料水準の統一

・医療提供体制適正化の推進

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価 指標② 医療費適正化のアウトカム評価 指標③ 都道府県の取組状況
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令和４年度実施分

【共通指標①（１）特定健康診査の受診率】

【令和４年度指標の考え方】

○ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度受診率については数値を補正し評価を行う。
（実績値が補正値よりも高ければ、実績値を用いる）

令和３年度実施分
特定健康診査の受診率（平成30年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（60％）を達成している場合

50 111 6.4％

② ①の基準を達成し、かつ受診率が平成29年度以上の値
となっている場合

20 71 4.1％

③ ①の基準は達成していないが、受診率が平成30年度の
市町村規模別の自治体上位１割又は上位３割に当たる受
診率を達成している場合

上位
１割
30

or

上位
３割
20

97

312

5.6％

17.9％

10万人以上

47.52％（平成30年度上位１割）
37.32％（平成30年度上位３割）

５万～10万人

47.17％（平成30年度上位１割）
41.46％（平成30年度上位３割）

１万人～５万人

50.03％（平成30年度上位１割）
44.19％（平成30年度上位３割）

３千人～１万人

53.88％（平成30年度上位１割）
46.95％（平成30年度上位３割）

３千人未満

62.77％（平成30年度上位１割）
53.60％（平成30年度上位３割）

④ ③に該当し、かつ平成29年度の実績と比較し、受診率
が３（1.5）ポイント以上向上している場合

35
（25）

44
69

2.5％
4.0％

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、平成29年度の実
績と比較し、受診率が３ポイント以上向上している場合

25 169 9.7％

⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、平成27年度
の受診率から平成30年度の受診率が連続して向上してい
る場合

10 240 13.8%

⑦ 受診率が25％以上33％未満の値となっている場合（⑤
又は⑥の基準を達成している場合を除く。）

-15 140 8.0%

⑧ 受診率が25％未満の値となっている場合（⑤又は⑥の
基準を達成している場合を除く。）

-30 35 2.0%

⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ平成28年度の受診率
から平成30年度の受診率が連続して低下している場合

-15 141 8.1%.

特定健康診査の受診率（令和元年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（60％）を達成している場合

50 121 7.0%

② ①の基準を達成し、かつ受診率が平成30年度以上の
値となっている場合

20 76 4.4%

③ ①の基準は達成していないが、受診率が令和元年度
の市町村規模別の自治体上位１割又は上位３割に当た
る受診率を達成している場合

上位
１割
30

or

上位
3割
20

93

305

5.3%

17.5%

10万人以上

46.80％（令和元年度上位１割）
38.47％（令和元年度上位３割）

５万～10万人

47.25％（令和元年度上位１割）
41.94％（令和元年度上位３割）

１万人～５万人

50.89％（令和元年度上位１割）
44.72％（令和元年度上位３割）

３千人～１万人

54.89％（令和元年度上位１割）
47.93％（令和元年度上位３割）

３千人未満

63.89％（令和元年度上位１割）
54.05％（令和元年度上位３割）

④ ③に該当し、かつ平成30年度の実績と比較し、受診
率が３（1.5）ポイント以上向上している場合

35
（25）

60
63

3.4%
3.6%

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、平成30年度の
実績と比較し、受診率が３ポイント以上向上している
場合

25 180 10.3%

⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、平成29年
度の受診率から令和元年度の受診率が連続して向上し
ている場合

10 395 22.7%

⑦ 受診率が25％以上33％未満の値となっている場合
（⑤又は⑥の基準を達成している場合を除く。）

-15 92 5.3%

⑧ 受診率が25％未満の値となっている場合（⑤又は⑥
の基準を達成している場合を除く。）

-30 21 1.2%

⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ平成29年度の受診
率から令和元年度の受診率が連続して低下している場
合

-15 131 7.5%

令和４年度市町村取組評価分

1-32



【共通指標①（２）特定保健指導の実施率】

【令和４年度指標の考え方】

○ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度実施率については数値を補正し評価を行う。
（実績値が補正値よりも高ければ、実績値を用いる）

特定保健指導の実施率（平成30年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（60％）を達成している場合

50 432 24.8%

② ①の基準を達成し、かつ実施率が平成29年度以上の値
となっている場合

20 272 15.6%

③ ①の基準は達成していないが、実施率が平成30年度の
市町村規模別の自治体上位３割に当たる実施率を達成して
いる場合

20 118 6.8%

10万人以上

23.11％（平成30年度上位３割）

５万～10万人

25.37％（平成30年度上位３割）

１万人～５万人

44.72％（平成30年度上位３割）

３千人～１万人

56.48％（平成30年度上位３割）

３千人未満

64.71％（平成30年度上位３割）

④ ③に該当し、かつ平成29年度の実績と比較し、実施率
が５（3）ポイント以上向上している場合

35
（25）

51
15

2.9%
0.9%

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、平成29年度の実
績と比較し、実施率が５ポイント以上向上している場合

25 337 19.4%

⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、平成27年度
の実施率から平成30年度の実施率が連続して向上してい
る場合

10 63 3.6%

⑦ 実施率が10％以上15％未満の値となっている場合（⑤
又は⑥の基準を達成している場合を除く。）

-15 121 7.0%

⑧ 実施率が10％未満の値となっている場合（⑤又は⑥の
基準を達成している場合を除く。）

-30 137 7.9%

⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ平成28年度の実施率
から平成30年度の実施率が連続して低下している場合

-15 205 11.8%

特定保健指導の実施率（令和元年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標
値（60％）を達成している場合

50 466 26.8%

② ①の基準を達成し、かつ実施率が平成30年度以上
の値となっている場合

20 341 19.6%

③ ①の基準は達成していないが、実施率が令和元年
度の市町村規模別の自治体上位３割に当たる実施率
を達成している場合

20 89 5.1%

10万人以上

26.52％（令和元年度上位３割）

５万～10万人

28.08％（令和元年度上位３割）

１万人～５万人

48.95％（令和元年度上位３割）

３千人～１万人

58.51％（令和元年度上位３割）

３千人未満

65.52％（令和元年度上位３割）

④ ③に該当し、かつ平成30年度の実績と比較し、実
施率が５（3）ポイント以上向上している場合

35
（25）

40
7

2.3%
0.4%

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、平成30年度
の実績と比較し、実施率が５ポイント以上向上して
いる場合

25 337 19.4%

⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、平成29
年度の実施率から令和元年度の実施率が連続して向
上している場合

10 147 8.4%

⑦ 実施率が10％以上15％未満の値となっている場合
（⑤又は⑥の基準を達成している場合を除く。）

-15 110 6.3%

⑧ 実施率が10％未満の値となっている場合（⑤又は
⑥の基準を達成している場合を除く。）

-30 106 6.1%

⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ平成29年度の実
施率から令和元年度の実施率が連続して低下してい
る場合

-15 185 10.6%

令和４年度市町村取組評価分

令和３年度実施分 令和４年度実施分
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【指標① ：特定健康診査・特定健康指導の受診率】

令和４年度実施分

【令和４年度指標の考え方】

○ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度受診率については数値を補正し評価を行う。
（実績値が補正値よりも高ければ、実績値を用いる）

（ⅰ）－１ 特定健診の受診率
（平成30年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定健診受診率の都道府県平均値が目標値
（60％）を達成している場合

７ 0 0%

② ①の基準は満たさないが、特定健診受診率の都
道府県平均値が上位３割相当の数値を達成している
場合

４ 14 30%

③ ①及び②の基準は満たさないが、特定健診受診
率の都道府県平均値が上位５割相当の数値を達成し
ている場合

２ 9 19%

④ 特定健診受診率の都道府県平均値が30％未満の
値となっている場合

-４ 4 9%

⑤ 特定健診受診率の都道府県平均値が平成29年度
実績と比較して１ポイント以上向上している場合

５ 20 43%

（ⅰ）－２ 特定保健指導の実施率
（平成30年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定保健指導実施率の都道府県平均値が目標値
（60％）を達成している場合

７ 3 6%

② ①の基準は満たさないが、特定保健指導実施率
の都道府県平均値が上位３割相当の数値を達成して
いる場合

４ 11 23%

③ ①及び②の基準は満たさないが、特定保健指導
実施率の都道府県平均値が上位５割相当の数値を達
成している場合

２ 9 19%

④ 特定保健指導実施率の都道府県平均値が15％未
満の値となっている場合

-４ 1 2%

⑤ 特定保健指導実施率の都道府県平均値が平成29
年度実績と比較して２ポイント以上向上している場
合

５ 22 47%

令和４年度都道府県取組評価分

（ⅰ）－１ 特定健診の受診率
（令和元年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定健診受診率の都道府県平均値が目標値
（60％）を達成している場合

７ 0 0%

② ①の基準は満たさないが、特定健診受診率の都
道府県平均値が上位３割相当の数値を達成してい
る場合

４ 14 30%

③ ①及び②の基準は満たさないが、特定健診受診
率の都道府県平均値が上位５割相当の数値を達成
している場合

２ 9 19%

④ 特定健診受診率の都道府県平均値が30％未満
の値となっている場合

-４ 1 2%

⑤ 特定健診受診率の都道府県平均値が平成30年
度実績と比較して１ポイント以上向上している場
合

５ 13 28%

（ⅰ）－２ 特定保健指導の実施率
（令和元年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定保健指導実施率の都道府県平均値が目標値
（60％）を達成している場合

８ 5 11%

② ①の基準は満たさないが、特定保健指導実施率
の都道府県平均値が上位３割相当の数値を達成し
ている場合

４ 9 19%

③ ①及び②の基準は満たさないが、特定保健指導
実施率の都道府県平均値が上位５割相当の数値を
達成している場合

２ 9 19%

④ 特定保健指導実施率の都道府県平均値が15％
未満の値となっている場合

-４ 2 4%

⑤ 特定保健指導実施率の都道府県平均値が平成
30年度実績と比較して２ポイント以上向上してい
る場合

５ 20 43%

令和３年度実施分
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事業名 特定健康診査・保健指導に必要な経費
レビュー番
号

担当部局・課室
保険局医療介護連携政策
課医療費適正化対策推進
室

課題

特定健康診査（特定保健指導）の実施率は、
令和2年度実績で53.4％（22.7％）となって
おり、2008年度と比べ実施率が向上しているも
のの、目標である令和5年度における70％
（45％）とは依然乖離があり、さらなる実施率
の向上に向けた取組みが必要である。

現状分析

運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が
引き金となり、肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高
値から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病
等の発症・重症化を予防するため、高齢者の医療
の確保に関する法律に基づき、保険者が特定健康
診査・特定保健指導を行う。

令和２年度時点の特定健診の受診者は約2,890
万人であり、事業を開始した平成20年度時点の受
診者約2,000万人と比較して増加している。

令和４年度
予算額

21,149百万
円

【インプット】

高齢者の医療の確保に
関する法律に基づき
保険者が実施する特
定健康診査・特定保
健指導に要する費用
の一部を補助する。
（補助率 国民健康
保険：1/3、健康保
険組合・全国健康保
険協会・国民健康保
険組合：定額）

①令和５年度までに特
定健康診査実施率を
保険者全体で70％以
上とする。

②令和５年度までに特
定保健指導実施率を
保険者全体で45％以
上とする。

令和５年度までにメタボ
リックシンドロームの該
当者・予備群の減少
率を平成20年度と比
べて25％以上の減少
とする。

肥満、脂質異常、血糖高
値、血圧高値から起こる
虚血性心疾患、脳血管
疾患、糖尿病等の発
症・重症化を予防する。

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】
【インパク
ト】

Ⅰ－１０
－２ 生
活習慣病
対策等に
より中長
期的な医
療費の適
正化を図
ること

事業概要
【□新規 ☑既存 □モデル □大幅見直し】

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険
者が実施する特定健康診査・特定保健指導に
要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援
することにより生活習慣病の予防を推進する。
（補助率 国民健康保険：1/3、健康保険組
合・全国健康保険協会・国民健康保険組合：
定額）
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事業名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度要求

予算額（補正後） 22,578 22,589 23,609 21,149

執行額 21,225 19,883 20,021

執行率 94% 88% 85%

（事業の概要）

（論点）

・　特定健診・特定保健指導の実施による健康増進や医療費適正化といった事業効果を検証す
べきではないか。

・　特定健診・特定保健指導の実施率向上に向けて、効果的な方策等を検討すべきではないか。

・　2024年度からはじまる第4期特定健診等実施計画の策定に向け、特定健康診査・特定保健指
導の見直しについて検討すべきではないか。

・　事業規模が適切かどうか検討すべきではないか。

論点等説明シート

特定健康診査・保健指導に必要な経費

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者が実施する特定健康診査・特定保健指
導に要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進す
るもの。

【助成先】
　市町村国保、国保組合、協会けんぽ、健保組合

【補助率】
　市町村国保　　 ：　国　1/3、都道府県　1/3、保険者　1/3
　その他保険者　：　定額（予算の範囲内で補助）

【対象】
　４０歳以上７５歳未満の被保険者・被扶養者

【内容(健診）】
　高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健
康診査を実施。

【内容（保健指導）】
　健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定 保健指導を実施。

【特定健診実施率】（目標値　令和５年度70％）
　平成29年度53.1％、平成30年度54.7％、令和元年度55.6％、令和２年度53.4%

【特定保健指導実施率】（目標値　令和５年度45％）
　平成29年度19.5％、平成30年度23.2％、令和元年度23.2％、令和２年度22.7%

事業番号 ①
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事業番号 - - -

（ ）
事業名 特定健康診査・保健指導に必要な経費 担当部局庁 保険局 作成責任者

事業開始年度 平成20年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022

令和4年度行政事業レビューシート

主要政策・施策 - 主要経費 社会保障

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

特定健康診査・特定保健指導は、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高値から起こる虚血性
心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者が共通に取り組む保健事業である。本
事業では、特定健康診査・特定保健指導の実施による糖尿病等の発症・重症化の予防を図る。

医療介護連携政策課
医療費適正化対策推進室

堤　雅宣

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

国民健康保険法第72条の5、健康保険法第154条の2、
船員保険法第113条、高齢者の医療の確保に関する法
律第20条及び第24条

関係する
計画、通知等

全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画
（高齢者の医療の確保に関する法律第８条及び第９条）

翌年度へ繰越し - ▲ 1,416 - -

1,416 -

令和5年度要求

当初予算 22,578 22,589 22,193 21,149

補正予算 -

- - 1,416 -

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

特定健康診査・保健指導国庫負担金（補助金）については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導に
要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進する。（補助率　国民健康保険：1/3、健康保険組合・全国健康保険協
会・国民健康保険組合：定額）
特定保健指導推進事業費補助金については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定保健指導の受診勧奨事業等に要する費用
の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進する。（補助率　定額）
特定健診等受診勧奨啓発広報業務については、特定健診等の必要性について特定健康診査・特定保健指導対象者に対して周知するための広報を行う。

実施方法 委託・請負、補助、負担

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 21,225 19,883 20,021

計 22,578 22,589 23,609 21,149 0

予備費等 - - - -

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

主な増減理由

国民健康保険特定健康診
査・保健指導国庫負担金

15,881.6

健康保険組合特定健康診
査・保健指導国庫補助金

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

94% 83% 90%

執行率（％） 94% 88% 85%

2,717.4

全国健康保険協会特定健
康診査・保健指導国庫補助

金
1,976.4

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 21,149 0

活動内容
（アクティビ

ティ）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導に要する費用の一部を補助する。（補助率　国民
健康保険：1/3、健康保険組合・全国健康保険協会・国民健康保険組合：定額）

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

特定健診・特定保健指導を
着実に実施し、保険者全体
で更なる実施率の向上を
達成する。

令和５年度までに特定健康
診査実施率を保険者全体
で70％以上とする。

活動実績 ％ 55.6 53.4

国民健康保険組合特定健
康診査・保健指導国庫補助

金
573.2

単位 令和元年度

- - -

当初見込み ％ - - - - -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

当初見込み ％ - - - - -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

特定健診・特定保健指導を
着実に実施し、保険者全体
で更なる実施率の向上を
達成する。

令和５年度までに特定保健
指導実施率を保険者全体
で45％以上とする。

活動実績 ％ 23.2 22.7

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

- - -

-

計算式 　　X/Y

21,224,794,
000

/11,476,488
- - -

単位当たりコスト＝Ｘ／Ｙ
Ｘ：特定健康診査・保健指導国庫負担（補助）金執行額
Ｙ：特定健康診査実施人数＋特定保健指導実施人数

（国庫負担（補助）金の対象となる者に限る）
※令和２年度は集計中。

単位当たり
コスト 円 1,849 - -
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Ⅰ－１０－２　生活習慣病対策等により中長期的
な医療費の適正化を図ること

P４　１の２のｂ、P６　１の２のｍ

％ - -

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

- - -

目標値 - - -

令和５年度までに特定保健
指導対象者数の減少率を
平成20年度と比べて25％
以上の減少とする。

特定保健指導対象者数の
減少率（対平成20年度）
※令和２年度は集計中

達成度 ％ - - - - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
2019年度特定健康診査・保健指導の実施状況について

https://www5.cao.go.jp/keizai-
shimon/kaigi/special/reform/031223_divided/report_211223_2_1.pdf

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

○令和３年度実績評価書
https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/21jisseki/dl/I-9-2.pdf
○令和３年度政策評価事前分析表
https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/dl/r03_jizenbunseki/I-9-2.pdf

該当箇所 Ⅰ－９－２

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表

2
0
2
1

取組
事項

分野： 社会保障

・地域の医師会等とも連携しながら特定健診・特定保健指導の実施に取り組む好事例を横展開す
るなど、まずは目標値（2023年：70％（特定健診）、45％（特定保健指導））の早期達成を目指し、現
状の分析を踏まえつつ、特定健診・特定保健指導の実施率の向上につながる効果的な方策等を
検討。また、好事例の横展開等により、保険者別の取組の見える化を図る。
・2024年度に第４期特定健康診査等実施計画が開始されることを見据え、事業効果、事業目的を
明確にし、これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた効率的・効果的な実施方法等や、健康
増進に関する科学的な知見を踏まえた特定健診・特定保健指導の技術的な事項について、新たに
検討会を立ち上げ検討する（第１回検討会を2021年12月に開催）。その上で、そのあり方について
第４期医療費適正化計画の見直しと併せて検討する。

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係

政
策
評
価

政策 施策大目標１０　全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

施策

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 チェック

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ‐

-
一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
特定健康診査・特定保健指導の実施の推進は、加入者の健
康の保持・増進及び医療費適正化の観点から重要な施策で
あり、国民や社会のニーズを反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
実施主体である保険者に対して、国が各法に基づき特定健
康診査・特定保健指導に要する経費の負担（補助）を行う。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○
第三期医療費適正化計画における特定健康診査・特定保健
指導の実施率等の目標値を達成するために必要な事業であ
り、優先度が高い。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 ○
各保険者において、地域の実情に合わせて集団健診を実施
するなど、特定健康診査・特定保健指導の費用の効率化に
努めている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳以上75歳
未満の被保険者等に対する特定健康診査・特定保健指導に
直接的に必要な費用に限定している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○ 保険者における実施計画が、当初予定を下回ったため。

○
各法に基づき保険者に対する負担（補助）率を１／３（１／３
相当）に設定している。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
各保険者と各健診機関との契約状況から健診に係る費用を
算定している。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐ -

-

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○
特定健康診査・特定保健指導の実施率は制度開始時の
2008年度と比べ上昇している。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

‐ -

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ‐ -

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ‐

成果実績 ％ 13.5 -

1-38



-

後期高齢者医療制度事業費補助金

事業名事業番号

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
　特定健康診査及び特定保健指導の受診者数及び実施率は、制度開始時の2008年度と比べ上昇している状況にある（平成20年度における
実施率は、特定健康診査が38.9％、特定保健指導が7.7％であったのに対して、令和２年度は特定健康診査が53.4％、特定保健指導は
22.7％）。

改善の
方向性

　令和５年度の目標の達成に向けて更なる実施率の向上に努めていく。予算編成時においても、直近の活動実績を踏まえつつ、事業が円滑に
実施されるよう、財政支援に必要な予算の確保に努める。

平成24年度

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○ 特定健康診査・保健指導国庫負担（補助金）金は、40歳以上
75歳未満の者が受診する特定健康診査・特定保健指導の
実施に要する費用を補助対象としている。
　他方、左記事業は75歳以上の者が対象となる健康診査へ
補助するものであり、それぞれの事業は重複していない。

0227

平成25年度 0267

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 0262

平成30年度 0304

令和元年度

平成28年度 0288

平成29年度 0297

平成26年度 0280

平成27年度 0289

令和3年度

令和2年度 厚生労働省 0325

03812021 厚労 20

厚生労働省 0318
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※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

　

支出先上位１０者リスト

A.

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東京都 B.全国健康保険協会

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

事業費 特定健診等の実施に係る事業費 1,609 事業費 特定健診等の実施に係る事業費 1,976

C.全国健康保険協会 D.株式会社廣済堂

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1,609 計 1,976

事業費
特定保健指導の受診勧奨事業等に係る事
業費

50 事業費
特定健診等の必要性について特定健康診
査・特定保健指導対象者に対して周知する
ための広報業務

161

計 50 計 161

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 チェック

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

- - -

3 愛知県 1000020230006

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

834 補助金等交付 -

2 大阪府 4000020270008

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

836 補助金等交付

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 東京都 8000020130001

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

1,609 補助金等交付 - - -

-

5 埼玉県 1000020110001

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

713 補助金等交付 - - -

- -

4 神奈川県 1000020140007

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

723 補助金等交付 - -

- - -6 千葉県 4000020120006

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

662 補助金等交付

厚生労働省

20,021百万円

Ａ 都道府県

（47保険者）

14,088百万円

Ｂ 健康保険組合等

（1,434保険者）

5,266百万円

【補助金等交付】 【補助金等交付】

保険者が実施する特定健康診査・特定保

健指導に要する費用の一部を負担（補助）

し、円滑な実施を支援。

C 健康保険組合等

（133保険者）

506百万円

D 株式会社廣済堂

161百万円

【補助金等交付】 【一般競争入札（総合評価）】

保険者が実施する特定

保健指導の受診勧奨事

業等に要する費用の一

部を補助し、円滑な実施

を支援。

特定健診等の必要性に

ついて特定健康診査・特

定保健指導対象者に対

して周知するための広

報業務。
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B

- -

8 福岡県 6000020400009

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

501 補助金等交付 - -

7 兵庫県 8000020280003

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

553 補助金等交付 -

- - -10 静岡県 7000020220001

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

424 補助金等交付

-

9 北海道 7000020010006

高齢者の医療の確保に関
する法律により、管内保険
者が加入者に対して特定
健康診査・特定保健指導を
実施する。

427 補助金等交付 - - -

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 全国健康保険協会 7010005013337

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

1,976 補助金等交付 - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

- - -

4
ヤマトグループ健康
保険組合

6700150004360

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

55 補助金等交付 -

3
エヌ・ティ・ティ健康保
険組合

9700150003120

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

63 補助金等交付

-

2
中央建設国民健康
保険組合

2700150009108

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

93 補助金等交付 - - -

-

6
関東ITソフトウェア健
康保険組合

8700150008847

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

49 補助金等交付 - - -

- -

5
全国土木建設国民
健康保険組合

9700150000984

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

50 補助金等交付 - -

- -

9
三菱電機健康保険
組合

3700150002680

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

46 補助金等交付 - -

- - -

8
パナソニック健康保
険組合

6700150026413

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

48 補助金等交付 -

7 日立健康保険組合 9700150003368

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

48 補助金等交付

-

10
デンソー健康保険組
合

3180305005095

高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者が
加入者に対して特定健康
診査・特定保健指導を実施
する。

45 補助金等交付 - - -
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C

D

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- -

2
サントリー健康保険
組合

4700150100005
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

29 補助金等交付 - -

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 全国健康保険協会 7010005013337
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

50 補助金等交付 -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

- - -

5 イオン健康保険組合 2700150015072
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

24 補助金等交付 -

4 神戸市 9000020281000
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

27 補助金等交付

-

3
全国土木建設国民
健康保険組合

9700150000984
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

27 補助金等交付 - - -

-

7
アクサ生命健康保険
組合

保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

17 補助金等交付 - - -

- -

6
日本放送協会健康
保険組合

6700150008510
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

22 補助金等交付 - -

- -

10 YKK健康保険組合 5700150051040
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

14 補助金等交付 - -

- - -

9
塩野義健康保険組
合

保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

15 補助金等交付 -

8
北海道信用金庫健
康保険組合

8700150032269
保険者が加入者に対して、
特定保健指導の受診勧奨
事業等を実施する。

15 補助金等交付

-

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

2 80％ -1 株式会社廣済堂 7010401009665

特定健診等の必要性につ
いて特定健康診査・特定保
健指導対象者に対して周
知するための広報業務

161
一般競争契約
（総合評価）

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

- - -

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -

1-42



2021年4月1日

厚生労働省 雇用環境均等局雇用機会均等課

女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業

2-12-12-1



女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業

趣旨・目的：企業における女性活躍推進に関する情報や、女性活躍推進と仕事と家庭の両立に係る取組を一覧化し、

公表する場を提供することにより、女性の活躍推進のための取組や、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環境

整備を促進する。

令和4年度予算額 134,439 千円
令和3年度予算額 159,317千円

企業名 A社 B社

本社所在地 東京都○○区１２３ 東京都○○区４５６

企業認定等

1. 採用した労働者に占める
女性労働者の割合

（事務職）40%
（技術職）30%

（事務職）20%
（技術職）10%

3. 労働者に占める女性労働者の割合
（事務職）30.2%
（技術職）3.3%

（事務職）12.2%
（技術職）1.5%

5. 男女別の
育児休業取得率

(事務職）男性：15%、女性：95％
(技術職）男性：3%、女性：89%

（事務職）男性：7%、女性：90%
（技術職）男性：0.5%、女性：89%

8. 年次有給休暇の取得率 （正社員）75% （正社員）50%

10. 管理職に占める女性労働者の割合
30%（1,500人）

管理職全体（男女計）5,000人

女性の活躍を進めて
認定を取得した企業だ！

＜女性の活躍に関する情報公表項目＞

育児休業や有給休暇は取得
しやすい企業かな？？

※最新の数値が掲載されていて各社の比較もしやすい！
女性が管理職として活躍している企業に興味がある。

＜企業比較＞
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① 制定時：平成27年９月４日公布・施行（事業主行動計画等に関する部分は平成28年４月１日施行）。 10年間（令和７年度末まで）の時限立法。

② 改正時：令和元年６月５日公布、令和２年６月１日施行（状況把握・目標設定については令和２年４月１日施行、101人～300人事業主への

適用拡大については令和４年４月１日施行）。

③ 改正法施行（令和２年６月１日）５年後の検討。

次の（１）・（２）について、常用労働者数が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務

✎ 行動計画の必須記載事項

▶目標（省令で定める項目に関連した定量的目標） ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間

✎ 情報公表の項目 （省令で規定）
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績について、

▶常用労働者数301人以上の事業主（義務） ①及び②からそれぞれ１つ以上（計２つ以上）公表
▶常用労働者数101人以上300人以下の事業主（義務） ①及び②の全ての項目から１つ以上公表
▶常用労働者数100人以下の事業主（努力義務） ①及び②の全ての項目から１つ以上公表

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。
▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。

１ 基本方針等

２ 事業主行動計画等

✎ 認定基準は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、省令で規定

３ その他（施行期日等）

（１） 企業におけるPDCAを促し、女性活躍の取組を推進

⇒ 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、及びこれを踏まえた行動計画の策定・届出・公表

（指針に即した行動計画を策定・公表（労働者への周知含む））

（２） 女性の職業選択に資するよう、企業の情報公表を促進

⇒ 女性の活躍に関する情報公表

（３） 認定制度によるインセンティブの付与

⇒ 優良企業を認定し、認定マーク「えるぼし」「プラチナえるぼし」の利用を可能に

（４） 履行確保措置

⇒ 厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告
情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律概要（民間事業主関係部分）
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女性活躍に
向けた課題 状況把握項目（R2.4.1.～） 情報公表項目（R2.6.1.～）

女
性
労
働
者
に
対
す
る
職
業
生
活
に
お
け
る
機
会
の
提
供

採用

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女別の採用における競争倍率（区）
・労働者に占める女性労働者の割合（区)(派）

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率（区）
・労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）

配 置 ・ 育
成・教育訓
練

・男女別の配置の状況（区）
・男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況（区）
・管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職

場風土等に関する意識(区)(派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識)

評価・登用

・管理職に占める女性労働者の割合
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異（区）

・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合

職場風土・
性別役割分
担意識

・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況（区)(派）

再チャレン
ジ
（多様なキャ
リアコース）

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区)(派：雇い入れの実績）
・男女別の再雇用又は中途採用の実績（区）

・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ
登用した実績

・男女別の非正社員のキャリアアップに向けた研修の受講の状況（区）

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派）

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

取組の結果
を図るため
の指標

・男女の賃金の差異（区）

職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
に
資
す
る

雇
用
環
境
の
整
備

継続就業・
働き方改革

・男女の平均継続勤務年数の差異（区）
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割

合（区）
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区）
・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く）

の利用実績（区）
・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資す
る制度の利用実績

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用さ
れた労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率（区）

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）の状況
・雇用管理区分ごとの労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況
（区)(派）

・有給休暇取得率（区）

・一月当たりの労働者の平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残

業時間（区)(派）
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率（区）

太字下線＝基礎項目、 （区）＝雇用管理区分ごとに把握（典型例：一般職／総合職／パート）、 （派）＝派遣先においては派遣労働者も含めて把握

これらの項目とは別に、以下の項目についても公表が可能
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
・労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 2-4



論点と見直しの方向性

① サイトのアクセス件数を成果目標としているが、情報提供事業としてサイト内のコンテンツが効果的な内

容となっているか等について、検証する必要がある。

② サイトへの登録企業数を伸ばすためにどのような取組をすべきか検討する必要がある。

論点

• 就活中の学生にとって見やすいサイトとなるよう、利用者アンケートを実施して必要な改修を行う。

• アクセス件数を増加させる有効な方法として、令和２年度に効果があった学生向けイベント等については、

委託先が変更になっても継続されるよう、仕様書において必ず実施することを記載するようにする。

見直しの方向性①＜求職者の利用促進の観点＞

• 女活データベースへの企業のデータ登録がより簡便に行えるよう、利用者アンケート等を実施して必要な

改修を行う。

• 女活データベースへの登録により採用活動においてもメリットがあることなど示したコンテンツの充実を

図り、企業に登録を促す。

• 女活データベース登録企業数の目標を設定

見直しの方向性②＜企業の登録を促す観点＞

2-5



論点①：サイトのアクセス件数を成果目標としているが、情報提供事業としてサイト内のコンテンツが効果的な内容

となっているか等について、検証する必要がある。

論点①への対応

1 .利用者アンケートを実施 2 .  学生向けイベントを必須化

• 年間アクセス件数が多かった令和２年度の各月のアクセス件

数を分析したところ、令和３年2月の学生向けオンライン業

界研究イベントを開催した直後にアクセスが急増していた。

• 当該イベントは、令和３年度の委託先は行わなかったことか

ら、こうした効果的なイベントは、委託先が変わっても実施

されるよう、仕様書において必ず実施することを記載するよ

うにする。

• 令和３年度に実施した利用者アンケートの御意見を踏まえた

改修を行う。

• 令和４年度以降も、利用者アンケートを実施し、御意見を踏

まえた改修を行う。

• 選択した企業を比較して表示機能を利用しましたが、表示が小さく見にくいです。

• 色が見づらい・オレンジの文字は読みにくいので変えてほしい。

• もっと設定情報を増やしてほしい。

• ほしい情報や企業を見つけやすく就職活動に愛用しています。企業検索で探したい

認定を設定するときに、選択した認定全てが出てきてしまうのが少し不便です。

（えるぼし、かつ、プラチナくるみんを取得している企業を見つけられるようにし

てほしいです。）

• まずは概要を知りたかったが、検索など自分が知りたいことがはっきりしていない

と使えないと感じた。

• 言葉が難しい。

• 定量的な情報が見られるサイトは少ないので重宝している。まだまだ空欄が多い企

業や、有名企業であっても掲載していないところも多いので、記載するインセン

ティブが働くようにしてもらえると良い。

サイトの閲覧・検索に係る御意見
（令和３年度利用者アンケートより）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

令和元年度 令和2年度 令和3年度

2019年度 2020年度 2021年度

目標値 女性活躍推進企業データベース（トップページ）への年間アクセス件数

アクセス件数の推移
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論点②：サイトへの登録企業数を伸ばすためにどのような取組をすべきか検討する必要がある。

論点②への対応

1 .利用者アンケート等を実施 2 .企業向けコンテンツの充実

• 登録企業を対象に利用者アンケートを実施し、入力に当たっ

て不便に感じられた点を調査の上、御意見を踏まえた改修を

行う。

• 事務局（委託先）に問い合わせのあった登録に関するご質問

の内容を分析し、必要な改修を行う。

• 女活データベースへの登録は採用活動においてもメリットが

あることなどを、サイト内コンテンツを充実させることによ

り企業に示し、登録を促す。

• 企業向けのリーフレットで、登録によるメリットを強調。

３ .女活データベース登録企業数の目標を設定

• 女性活躍推進法の期限（令和８年3月31日）までに、情報公表が義務付けられている101人以上規模の企業の多く（301人以上企

業の3分の2、101～300人企業の3分の1）が女活データベースに登録されている状況を作り上げ、データベース登録への機運を高

める。（詳細は次ページ）

登録企業数の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和元年度 令和2年度 令和3年度

2019年度 2020年度 2021年度

100人以下 101人以上300人以下 301人以上
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登録企業数の目標について

女性活躍推進法の期限（令和8年3月31日）までに、情報公表が義務付けられている101人以上規模の企業の多く（301

人以上企業の3分の2、101～300人企業の3分の1）が女活データベースに登録されている状況を作り上げ、データベー

ス登録への機運を高める。

令和７年度までの目標値登録企業数の現状

全数 100人以下
の企業

101～
300人の
企業

301人以
上の企業

企業数（注） 約410万社 約404万社 約4.1万社 約1.7万社

女活データベース
登録企業数

20,502社 4,222社 7,030社 9,250社

登録企業数の割合 約17％ 約53％

（注）表の下段の括弧書きは前年度か
らの増加数

全数 100人以下
の企業

101～
300人の
企業

301人以
上の企業

企業数（注） 約410万社 約404万社 約4.1万社 約1.7万社

女活データベース
登録企業数

約3.2万社 約0.7万社 約1.4万社 約1.2万社

登録企業数の割合 約33.3％ 約66.7％

この層に集中的
に働きかけ、3

分の1（33.3％）
を目指す

引き続き働きかけを
行い、3分の2

（66.7％）を目指す

令和７年度目標達成までの計画

令和３年度実績 令和４年度目標 令和5年度目標 令和6年度目標 令和7年度目標

合計 20,502社 23,402社
（＋2,900社）

26,302社
（＋2,900社）

29,202社
（＋2,900社）

32,102社
（＋2,900社）

301人以上の企業 9,250社 9,850社
（＋600社）

10,450社
（＋600社）

11,050社
（＋600社）

11,650社
（＋600社）

101～300人の企業 7,030社 8,730社
（＋1,700社）

10,430社
（＋1,700社）

12,130社
（＋1,700社）

13,830社
（＋1,700社）

100人以下の企業 4,222社 4,822社
（＋600社）

5,422社
（＋600社）

6,022社
（＋600社）

6,622社
（＋600社）

（注）企業数は平成26年経済センサス基礎調査に
よるもの。同調査の企業規模の区分は「99人
以下」、「100～299人」、「300人以上」と
なっており、女活法に規定する企業規模の区
分とは異なる。
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参考資料１

令和４年４月５日（火） 産経新聞 朝刊 ９面
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参考資料２

第７回新しい資本主義実現会議（令和４年５月２０日）
岸田総理発言（抜粋）

「本日は、人への投資と取引適正化について、議論を行っていただきました。
（略）

労働者の男女間賃金格差を解消していくため、早急に、女性活躍推進法の制度改
正を実施し、労働者３００人を超える事業主に対し、男性の賃金に対する女性の賃
金の割合を開示することを義務化します。この夏には施行できるよう準備を進めま
す。（略）」
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事業名 女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業 レビュー番号 担当部局・課室
雇用環境・均等局
雇用機会均等課

課題

○民間企業における女性活躍の取組を促進するため
には、各企業が女性活躍の取組の状況を公表し、
就職活動中の学生など求職者からの評価を通じて、
各企業の更なる女性活躍の推進につなげていくこと
が有効。

○女性活躍推進法の施行により、平成28年4月から
301人以上企業の情報公表が義務化された。また、
同法の法改正により、令和２年6月から、301人以
上企業の情報公表項目が拡大され、令和4年4月
から101～300人企業の情報公表が義務化された。

○女性の活躍推進企業データベースの登録企業数
は約2万社であり、着実に増加しているが、女性の
管理職割合等をさらに高めていくためには、多くの企
業において情報公表を進め、女性活躍の取組を更
に推進することが必要。

現状分析

○我が国の民間企業における女性活躍の現状は、
①管理職に占める女性の割合の観点では、課長級に
占める女性の割合は13.2％であり上昇傾向にあるも
のの、女性が労働力人口の44.6％を占めていることと
比較すると低く、
②男女間の平均勤続年数の観点でも男性の平均勤
続年数13.7年に対して女性が9.7年となっており、その
差は縮小傾向にあるものの依然として女性の勤続年数
は男性と比較して短い。
出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査（令和
３年）」、総務省「労働力調査（令和３年）」

令和４年度
予算額
134百万円

令和3年度予
算額
159百万円
執行額
107百万円

【インプット】

女性の活躍推進
企業データベース
の活用を広げるこ
とにより求職者等
への支援（※）
の充実を図る。

※求職者に対して
は情報提供による
求職活動の支援、
企業に対しては企
業の取り組みを広
くPRすることの支
援

女性の活躍推進企業デー
タベースが就職活動中の
情報収集の際に有益であ
ることを示した主に女子学
生向けリーフレットの配付
数
令和４年度 20万部

女性の活躍推進企
業データベースへの年
間アクセス件数
令和4年度 34万件

・えるぼし認定企業数
令和７年度：2,500社

・民間企業における女性の管
理職割合
令和７年度：
部長級 12％
課長級 18％
係長級 30％

出典：「第５次男女共同参
画基本計画」（令和2年
12月25日閣議決定）

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】

男女労働
者の均等
な機会と待
遇の確保
対策、女
性の活躍
推進、仕
事と家庭の
両立支援
等を推進
すること

事業概要
【□新規 □既存 □モデル □大幅見直し】

女性の活躍推進及び両立支援を促進するため、企
業の女性の活躍状況に関する情報を一元的に集
約したデータベースの運営管理やサイト内コンテンツ
による総合的な情報提供を行う事業を実施する。

【長期アウトカムに関連する事業】

民間企業における女性活躍
推進事業

女性の活躍推進企
業データベース登録
企業数
令和４年度
25,552社

女性の活躍推進企業デー
タベースへの登録・修正方
法を示した企業向けリーフ
レットの配付数
令和４年度 10万部

✔

女性活躍推進に積極的に
取り組む企業と就職活動
予定学生を集めたイベント
の開催
令和４年度 １回
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事業名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度要求

予算額（補正後） 172 169 159 134

執行額 171 130 107

執行率 99% 77% 67%

（事業の概要）

（論点）

サイトへのアクセス件数を成果目標としているが、情報提供事業としてサイト内のコンテンツが効
果的な内容となっているか等について、検証する必要がある。
サイトへの登録企業数を伸ばすためにどのような取組をすべきか検討する必要がある。

論点等説明シート

女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

女性の活躍推進及び両立支援を促進するため、企業の女性の活躍状況に関する情報を一元的
に集約したデータベースの運営管理やサイト内コンテンツによる総合的な情報提供を行う事業を
実施する。

事業番号 ②

※現状の成果目標

※現状の活動指標

20,502

当初見込み 件 10,546 12,058 13,819 20,502

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込

女性の活躍推進企業データ
ベース登録企業数（前年度よ
り増加）

女性の活躍推進企業データ
ベース登録企業数13,819件
以上

活動実績 件 12,058 13,819

単位 令和元年度
活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

成果実績 件 296,859 390,064

300,000

女性の活躍推進企業データ
ベースへの年間アクセス件
数　25万件以上（令和3年度
より30万件以上）

女性の活躍推進企業データ
ベースへの年間アクセス件
数　30万件以上

達成度 ％ 118.7 156 107.6

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

322,888

目標値

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度

件 250,000 250,000
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事業番号 - - -

（ ）
事業名 女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業 担当部局庁 雇用環境・均等局 作成責任者

事業開始年度 平成22年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022 厚労 21

令和4年度行政事業レビューシート 厚生労働省

主要政策・施策 男女共同参画 主要経費 社会保障

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

女性の活躍推進及び両立支援に関する情報の一覧化や雇用管理の好事例等の情報提供を行い、ユーザー（企業、就職活動中の学生や求職者等）の利便
性の向上を図ることで、職場における女性の活躍推進及び両立支援を促進する事業を行うことを目的とする。

雇用機会均等課
雇用機会均等課長
石津　克巳

会計区分 労働保険特別会計雇用勘定

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等に関する法律第14条
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8
条、第18条及び第20条
雇用保険法第62条第1項第5号

関係する
計画、通知等

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）
「未来投資戦略2018」（平成30年6月15日閣議決定）
「第5次男女共同参画基本計画」（令和2年12月25日　閣議決
定）
「少子化社会対策大綱」（令和2年5月29日　閣議決定）
「女性活躍加速のための重点方針2020」（平成2年7月1日
すべての女性が輝く社会づくり本部決定）

翌年度へ繰越し - - - -

- -

令和5年度要求

当初予算 172 169 159 134

補正予算 -

- - - -

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

女性の活躍推進及び両立支援を促進するため、企業の女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースの運営管理やサイト内コンテンツによ
る総合的な情報提供を行う事業を実施する。

実施方法 委託・請負

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 171 130 107

計 172 135 159 134 0

予備費等 - ▲ 34 - -

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

主な増減理由

仕事と家庭両立支援事業
等委託費

134

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

99% 77% 67%

執行率（％） 99% 96% 67%

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 134 0

活動内容
（アクティビ

ティ）

女性の活躍推進企業データベースの活用を拡げることにより求職者等への支援の充実を図る。

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

令和3年度 4年度活動見込

当初見込み 件 10,546 12,058 13,819 20,502

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

女性の活躍推進企業デー
タベース登録企業数（前年
度より増加）

女性の活躍推進企業デー
タベース登録企業数13,819
件以上

活動実績 件 12,058 13,819

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

件 250,000 250,000

20,502

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

計算式 　　X/Y
170,500,000
/296,859

129,648,750
/390,064

107,250,000
/322,888

執行額（X）／女性の活躍推進企業データベースへの年
間アクセス数（Y）

単位当たり
コスト 円 574.3 332.4 332.2

322,888

目標値 300,000

女性の活躍推進企業デー
タベースへの年間アクセス
件数　25万件以上（令和3
年度より30万件以上）

女性の活躍推進企業デー
タベースへの年間アクセス
件数　30万件以上

達成度 ％ 118.7 156 107.6

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
女性の活躍推進企業データベースへの年間アクセス件数

成果実績 件 296,859 390,064
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民間企業における女性活躍促進事業

事業名事業番号

男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女
性の活躍推進、仕事と家庭

-

-

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/21jisseki/dl/IV-1-1.pdf

該当箇所 3ページ

新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
改
革
工
程
表

2
0
2
1

取組
事項

分野： - -

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と

の
関
係

政
策
評
価

政策 男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ-1）

施策

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

一般競争契約による支出であり、競争性が確保され、支出
先の選定は妥当である。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

少子高齢化が進む我が国においては、男女を問わず全ての
労働者が能力を発揮し、仕事と生活を両立しながら継続就
業できる職場環境の整備を促進する必要がある。これに対
応するためには、女性の活躍推進及び両立支援に関する取
組を一層強力に進める必要があることから、本事業は上記
の目的の実現に資するものであり、国民や社会のニーズを
反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

「第５次男女共同参画基本計画」及び「少子化社会対策大
綱」に掲げた目標を達成するためには、女性の活躍推進及
び両立支援に関する取組に遅れがみられる業種・規模の企
業に対し有効な施策を全国一斉に展開していくことが必要で
ある。また、女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画
や女性の活躍状況を公表する女性の活躍推進企業データ
ベースの運営等を行う事業であるため、国が実施すべき事
業である。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○

男女を問わず全ての労働者が仕事と生活を両立しながら
キャリア形成を進められるよう、企業が自主的かつ積極的に
雇用管理の改善に取り組むことを促進することは、男女とも
に能力を発揮できる職場環境の整備、ひいては雇用の安定
に資するものであり、優先度の高い事業である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 ○
受託者と連携を密にし、進捗状況を把握し効率的に実施す
るよう指示するとともに、精算の際にも必要性について精査
している。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
女性の活躍推進及び両立支援に関する取組を促すための
資料作成経費など、真に必要な経費のみ支出している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○
一般競争入札（総合評価落札方式）により、入札差額が生
じ、その結果不用が生じた。

○
雇用保険料を財源とし、女性の活躍推進及び両立支援に関
する取組を促進することにより労働者の雇用の安定が図ら
れる事業であるため、受益者との負担関係は妥当である。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
一般競争入札（総合評価落札方式）によりコストの削減を
図っている。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐ -

女性の活躍推進企業データベースを利便性の向上等のため
に改修しており、アクセス数・登録企業数ともに着実に増加し
ている。

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○ 見込みに見合ったものとなっている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○

一般競争入札（総合評価落札方式）による事業の委託により
民間企業等の専門性を活用し、低コストで事業を行い、成果
目標を上回る実績を挙げていることから、実効性が高い手段
といえる。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○ 見込みに見合ったものとなっている。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○ 本事業は、民間企業における女性活躍推進事業（所管：雇
用環境・均等局）と併せ、政府の重要施策である女性の活躍
推進に資する事業であり、企業における女性の活躍推進及
び両立支援に関する情報を集約・一覧化するサイトの運営
等に係るものである。
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-

※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
令和３年度の女性の活躍推進企業データベースへの年間アクセス件数は目標値を上回っており、女性の活躍推進企業データベース登録企業
数の実績についても前年度実績を上回っていることから、効果的に事業を実施できている。

改善の
方向性

女性の活躍推進企業データベースへのアクセス件数、登録企業数を更に増加させるため、より利便性の高いサイトとなるよう改修等を行う。

平成24年度 774

平成25年度 625

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 892

平成30年度 476

令和元年度

平成28年度 628

平成29年度 620

平成26年度 629

平成27年度 638

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

令和3年度

令和2年度 厚生労働省 0488

05442021 厚労 20

厚生労働省 0487

厚生労働省

１０７百万円

事業管理、受託者への指導等

【一般競争契約（総合評価）】

A．東京海上ディーアール株式会社

１０７百万円

女性の活躍推進企業データベースの運営・管
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支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東京海上ディーアール株式会社 B.

費　目 使　途

消費税 10

管理費 5

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

事業費 92

計 107 計 0

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 チェック

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
東京海上ディーアー
ル株式会社

7010001079695
女性の活躍推進企業デー
タベースの運営管理等

107
一般競争契約
（総合評価）

2 67.3％ -

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

- - -

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -
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2021年4月1日

厚生労働省人材開発統括官

若年者・キャリア形成支援担当参事官室

フリーター支援事業

3-13-1



事業の概要

• 若者のキャリア形成の初期段階において基本的な職業能力の習得がなされないまま、不安定就労の期間が長く

続いた場合には、その期間が長いほど、その後の正社員就職が困難となる傾向がみられるほか、非正規雇用にお

いては、就業年数を重ねても給与がほとんど増加しないことから、不安定就労の期間が長い等の課題を抱える若

者に対しては、より早いタイミングで生活基盤の安定を図るため正社員就職に向けた支援を行う必要。

• 経済・社会全体にとっても、労働力人口が減少する中で、可能な限り早期に人的資本の質の向上を図ることが

重要。

事 業 の 意 義

【設置数】（令和４年４月１日現在）

わかものハローワーク：全国22か所 わかもの支援コーナー・窓口：全国195か所

・わかものハローワークは独立した施設として設置。わかもの支援コーナー等はハローワーク内に設置。

・平成26年度以降28か所となっていたが、令和３年度及び４年度においては、それぞれ３か所ずつ廃止し、コー

ナー化

【就職支援ナビゲーター等】（令和４年度）

就職支援ナビゲーター：214人 （職業相談員：177人）

若年者の採用・就職活動等に精通した専門の職業相談員として、キャリアコンサルタント等の有資格者や企業の

人事労務管理経験者等を採用

【対象者】

正社員就職を希望するおおむね35歳未満の求職者であり、臨時的・短期的な就業や失業状態を繰り返す等不安定就労

の期間が長い方や、非正規雇用の就業経験が多い方、正社員就職後短期間で離職した方など（フリーター(15~34歳

のパート・アルバイトである者等)に限定しているわけではない）。
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支援の流れ

※下線の業務については、コーナー等ではできる限り実施することとしている。

プ
レ
相
談
（
初
回
）

正
規
雇
用
就
職
プ
ラ
ン
作
成

・定期的な来所、担当者制に
よる職業相談

・グループワーク等集団指導

・各種セミナー（適職探し、求
人の見方等）、就職面接会
等の定期開催

・他の支援機関
（地域若者サポートステーショ
ン等）への誘導

模
擬
面
接
、
履
歴
書
作
成
、
職
業
相
談
等

職
業
紹
介
・
面
接

不
採
用

就

職

・在職者のフォローアップ
（再利用を促す取組）

・就職後の定着指導

・振り返り
（臨床心理士による
心理カウンセリング等）

来

所

・近隣のハローワークからの誘導 ・地域若者サポートステーションからの誘導
・ホームページの閲覧 ・友人・知人の紹介

概ね35歳未満の不安定就労の期間が長い方等

※1 過去に支援対象となった方が再来所し支援を希望した場合など、一部35歳以上の利用者を含む。

※2 コーナー等において、ＨＷ内の状況により一般求職者の職業相談を行う場合もある。
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わかもの
ハローワーク等
新規登録者(万人)

13.1 14.7 21.4 21.9 21.8 22.1 21.8 20.2 17.9 18.1 -

前年比(▲減) - 12.2％ 45.6％ 2.3％ ▲0.5％ 1.4％ ▲1.4％ ▲7.9％ ▲12.8％ 1.1％ -

わかものハローワーク等の設置経緯及び支援ニーズ

年度・年※１ H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

わかもの
ハローワーク数 3 → 28 → → → → → → 25 22

コーナー・窓口数 211 → 210 212 218 220 206 195 → → →

○ わかものハローワーク等では、いわゆるフリーターだけではなく、不安定就労の期間が長い方や正社員就職後短期間で離職した方なども広く支援

対象者としていることに加え、フリーター数には、正社員就職を希望しない方も含まれることから、フリーター数の推移とわかものハローワーク等に

おける新規登録者数の推移は必ずしも比例しているものではない。

○ 令和２年度の対象者の見直し(上限を45→35歳未満へ)やコロナの影響により、本事業の新規登録者は令和２年度に減少したものの、令和３年度には

対前年度増となる18.1万人となっており、正社員就職を希望する若者に向けた支援については、現在もニーズがあり、引き続き支援が必要。

※１ フリーター数のみ年。それ以外の項目は年度。 ※２ （資料出所） 総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」 15～34歳でパート・アルバイトである者等の年平均

• 平成23年当時、リーマンショック以降増加傾向にあった若年フリーターについて、この就職環境が依然として厳しい状況にあったことから、厚生労働省では、15～

34歳の若年フリーターを2020年までに約半減（H15：217万人→H32(R2)：124万人）とする政府目標（「新成長戦略」（H22.6.18閣議決定））の達成に向けた支援に

取り組むため、平成24年度に「わかものハローワーク」及び「わかもの支援コーナー・窓口」を新たに設置。

• 現状、若年フリーターに関する取組については、第５次男女共同参画基本計画（R2.12.25 閣議決定）において、2025年までに114万人とする目標が設定されている。

• なお、若年フリーター数は平成26年以降減少傾向にあったが、令和３年は137万人と前年から１万人増加している。

わかものハローワーク等
設置開始

キャリアアップハローワークの
わかものハローワークへの統合

令和元年度
秋のレビュー

・支援対象者の年齢の変更
（45歳未満→35歳未満）
・コロナの影響
により登録者減

わかもの
ハローワーク
３か所を廃止し
コーナー化

フリーター数
(万人)※2

180 182 178 166 154 152 143 138 136 137 -

前年比(▲減) ▲2.2％ 1.1％ ▲2.2％ ▲7.2％ ▲7.8％ ▲1.3％ ▲6.3％ ▲3.6％ ▲1.5％ 0.7％ -

わかもの
ハローワーク
３か所を廃止し
コーナー化
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課題と検証①

課題① 支援対象者数に対して、就職支援ナビゲーター等の人数は適切か。

〇ナビゲーター等１人当たり登録者・就職者数

〇H30以降の人員削減に伴い、就職支援ナビゲーター等の
１人当たりの業務量はH29年度と比較して増加している。

→ 就職支援ナビゲーター等の人数は随時見直ししており、
就職支援ナビゲーター等の人数の適正化を図っている。

ナビゲー
ター等数
(人)※

新規
登録者数
(人)

就職者数
(人)

1人当たり
新規登録者数

(人)

1人当たり
就職者数
(人)

H29年
度

626 221,070 98,437 353 157

R3年度 435 180,608 74,057 415 170

＊就職支援ナビゲーター及び相談員
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課題と検証②

課題② 今後も若者に特化したハローワークを設置する必要はあるか。一般のハローワーク内のわかもの支援コー
ナー・窓口で支援を行えないか。

設置数
(か所)

１か所当たり
新規登録者数

(人)

１か所当たり
相談件数
（件）

１か所当たり
正社員就職者

(人)

正社員
就職割合
(％)※

わかもの
ハローワーク 25 1,903 8,849 447 72.4

コーナー・窓口 195 682 2,451 184 61.1

40.8

〇わかものハローワークとコーナー・窓口の比較（R3年度）

※正社員就職者数÷就職者数（自己就職者を含む）で算出

ハローワーク全体

(わかものハローワーク含む)

わかものハローワーク新規登録者数

700人以下 701~1,000人 1,000~2,000人 2,001人以上

３か所 ５か所 ６か所 ８か所

＊コーナー・窓口１か所当たりの新規登録者数平均：682

〇わかものハローワークごとの実績・効果

わかものハローワーク就職者数

300人以下 301~600人 601~1,000人 1,001人以上

３か所 ９か所 ５か所 ５か所

＊コーナー・窓口１か所当たりの就職者数平均：301

施設名
()は都道府県名

新規
登録者数(人)

相談件数
(件)

正社員
就職者数(人)

大阪（大阪） 6,380 24,256 1,028

あべの（大阪） 4,674 15,938 499

新宿（東京） 4,483 20,768 697

・
・

・
・

・
・

・
・

新潟（新潟） 681 5,706 186

愛媛（愛媛） 629 4,361 218

浜松（静岡） 566 2,681 173

新規
登録者数(人)

相談件数
(件)

正社員
就職者数(人)

全国平均 682 2,451 184

東京平均 3,357 11,336 536

〇各わかものハローワークの新規登録者数等

〇（参考）コーナー・窓口の新規登録者数等

＊新規登録者数の多い順

＊都道府県別では、東京都の新規登録者数が最多。
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○ 一定の実績を挙げているわかものハローワークにおいても、これまでのSNSを使った周知やサポステとの
連携に加え、メンタル面等に深刻な課題を抱える若者の支援を行っている自治体の福祉部門等との連携を
図ることにより、潜在的なニーズを有する若者へのアプローチを行う。

○ 施設の設置効果や地域のニーズ等について個別の施設ごとに改めて精査し、特に実績が低調であるなどの
｢わかものハローワーク｣については、｢わかもの支援コーナー・窓口｣への体制縮小等の見直しを検討する。

見直しの方向性

以 上 を 踏 ま え て

○ わかものハローワークにおける正社員化の効果は、ハローワーク全体やコーナー等のいずれと比較して
も非常に高い水準にある。

○ これは、わかものハローワークが、
・中高年層も来所する一般のハローワークとは異なり、若者に特化していることから、若者が来所しやすい
・スペースに余裕があることから、一人一人に時間をかけて予約相談を行えるとともに、落ち着いた環境で
相談を受けられる。

・利用者の多様なニーズに対応してきめ細かなテーマ設定によるセミナー等を施設内で実施することが可能
など、独立した施設ならではの強みがあるためと考えている。

○ 特に、社会経験が少なく、強い不安を抱えているなど就職困難度が高い若者については、一般のハロー
ワークでは、わかものハローワークのような充実した支援が行える環境にはない。

○ 近年、メンタル面に深刻な課題を抱える方や、ヤングケアラーから不安定就労に移行した方など、より
困難度が高い方も見られるようになっており、手厚い支援が今後も必要。こうした潜在的ニーズを有する
若者にわかものハローワークの存在が十分に知られていない可能性がある。

○ 一方、個々のわかものハローワークの設置の必要性については、現状を踏まえて、精査する必要がある。
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（参考）わかものハローワーク設置箇所

 わかものハローワークは、全国22か所に設置（令和４年４月１日現在）。

1北海道

2青森

3岩手

4宮城

7福島

8茨城

9栃木

12千葉

11埼玉

14 神奈川
19山梨

20長野

10群馬

21岐阜

23愛知
24三重

29奈良
30和歌山36徳島

37香川

39高知

45宮崎
46鹿児島

43熊本

44大分

42長崎

41佐賀
40福岡

35山口

32島根
34広島

31鳥取

33岡山
28兵庫

26京都
25滋賀

18福井

17石川
16富山

15新潟

6山形

5秋田

47沖縄

38愛媛

13東京

22静岡
27大阪

01北海道
○札幌

04宮城
○仙台

07福島
○福島

11埼玉
○埼玉

12千葉
○柏

13東京
○東京(渋谷)
○新宿
○日暮里

14神奈川
○横浜

15新潟
○新潟

22静岡
○浜松

16富山
○富山

23愛知
○愛知

26京都
○京都

27大阪
○あべの
○大阪(梅田)

28兵庫
○三宮

38愛媛
○愛媛(松山)

33岡山
○倉敷34広島

○広島

40福岡
○福岡

46鹿児島
○霧島

※ ○は、わかものハローワークの名称

●

●

●

●●
●●

●

●

●

●

●

●

●●
●

●●●

●
●

●
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事業名 フリーター支援事業
レビュー番
号

担当部局・課室
若年者・キャリア形成支援担当
参事官室

課題

・ 若年者雇用については、新規学卒者等の就職
率の改善が進む一方で、就職を希望しながらも
未就職のまま卒業したり、最初の職場を早期に
離職した結果、技能や知識の蓄積が不十分なま
ま、短期的な就業を繰り返す者も少なくない。

・ 不本意非正規雇用労働者割合は低下傾向に
あるものの、25～34歳層 (15.6%)が全年齢
平均(10.7%)に比べて高くなっている。

現状分析

・ リーマンショック以降、増加傾向にあった若年
フリーターを2020年までにピーク時から半減さ
せる（217万→124万人）との政府目標を
踏まえ、平成24年度に「わかものハローワー
ク」及び「わかもの支援コーナー・窓口」を設置。
・ 現在は、第5次男女共同参画基本計画に
おいてフリーター数を2025年までに114万人
とするとの政府目標が定められている。
（2021年のフリーター数は137万人）

令和４年度
予算額
2,513百万円

■令和３年度
2,956百万円

■令和２年度
2,968百万円

不安定な就労を繰り
返すフリーター等のうち
正規雇用での就職を
希望する者を対象に、
●個人毎の就職プラ
ンに基づく、担当者制
による個別支援
●セミナーやグループ
ワーク等による集団指
導
●就職後の定着指導
等を通じて正規雇用
化を図る。

わかものハローワーク等の
新規登録者数

■令和３年度
180,608人

■令和２年度
179,114人

わかものハローワーク等にお
けるフリーターの正社員化
率

■令和３年度
63.5％

■令和２年度
61.6％

■フリーター数を2025年まで
に114万人とする
（少子化社会対策大綱(令
和2年5月29日閣議決定)、
第５次男女共同参画基本
計画(令和2年12月25日
閣議決定)）

【インプット】 【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】

不安定な就
労を繰り返
すフリーター
等の正規雇
用化を図る
こと

事業概要
【□新規 ☑既存 □モデル □大幅見直し】

全国22か所のわかものハローワーク及び全国195か所のわ
かもの支援コーナー・窓口を拠点に就職支援ナビゲーター等
を配置し、フリーター等に対して正規雇用化に向けた就職プ
ランを作成し、担当者制による個別支援、正規雇用に向け
たセミナーやグループワーク等の各種支援や就職後の職場
定着支援を実施するとともに、アルバイト等をしながら仕事探
しを行うフリーター、ハローワークへの来所にはまだためらいがあ
る若者などの就職等に関する悩みや相談について、キャリア
コンサルタント等による相談を実施。

【長期アウトカムに関連する事業】
（若者ステップアッププログラム）
・ユースエール認定制度
・若年者地域連携事業
・地域若者サポートステーション事業

等
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事業名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度要求

予算額（補正後） 3,209 2,963 2,956 2,513

執行額 3,018 2,562 2,782

執行率 94% 86% 94%

（事業の概要）

（論点）

・フリーターの数が180万人規模で推移していた平成20年代前半と比較すると、令和３年は137万
人となっており、減少幅は鈍化傾向（令和３年は僅かに増加）にあるが、本件事業の対象者数は
大きく減少している。景気の悪化や新型コロナ感染症等の不確定要素も考慮する必要はある
が、現状を踏まえつつ、引き続き、事業の効率化を行い、事業規模の縮小を図ることができない
か。
・具体的には、オンラインでの相談・セミナーの実施等により、業務の効率化を図ることで、人員
体制の見直しなどを検討できないか。
・また、今後も若者に特化したハローワークを設置する必要はあるのか。就職氷河期世代への支
援と同様に、わかものハローワークは一般のハローワーク内で行うことはできないか。

論点等説明シート

フリーター支援事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　全国22か所のわかものハローワーク等を拠点に就職支援ナビゲーター等を配置し、フリーター
に対して正規雇用化に向けた就職プランを作成し、担当者制による個別支援、正規雇用に向け
たセミナーやグループワーク等の各種支援や就職後の職場定着支援を実施するとともに、アル
バイト等をしながら仕事探しを行うフリーター、ハローワークへの来所にはまだためらいがある若
者の就職等に関する悩みや相談について、キャリアコンサルタント等による相談を実施。
　なお、本事業はＲ元年度の秋のレビューにおいて『新卒・若者向け就業支援』の対象事業の一
つとなり、わかものハローワークの設置数の見直し等を継続的に行っているところ。

【主な支援内容】
　　・初回利用時のプレ相談の実施、担当者制によるマンツーマンでの個別指導支援
　　・正社員就職に向けた就職プランの作成、職業相談・職業紹介
　　・正社員就職に向けたセミナー、グループワーク等の各種支援メニュー
　　・就職後の定着支援の実施　等

【実施主体】
　　都道府県労働局

【実績】（令和３年度）
　　わかものハローワーク等におけるフリーターの正社員化率　　63.5％
　　わかものハローワーク等の新規登録者数　180,608人
　　ハローワークにおけるフリーターの正社員化数　108,235人

事業番号 ③
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事業番号 - - -

（ ）

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
厚生労働省人材開発統括官調べ

108,235 - -

目標値 人 255,000

77.4 100.2 - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

　　/

3,018百万
円

/204,377
-

中間目標 目標最終年度

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

- -

- 年度 4

- - -

当初見込み 人 949,000 - - - -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト 円

874,489 -

102,254
ハローワークにおけるフ
リーターの正社員化数を10
万2,254人以上とする。

ハローワークにおけるフ
リーターの正社員化数

成果実績 人 204,377 98,114

達成度 ％ 80.1

庁費 179

年度

126,758 108,000 -

フリーターの正社員化1人当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ

Ｘ：「執行額」
Ｙ：「正社員化数実績」

14,767 - - -

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 2,513 0

活動内容
（アクティビ

ティ）

不安定な就労を繰り返すフリーターのうち正規雇用での就職を希望する者に対し、個別的な就職支援等を通じて正規雇用化を図る。

正規雇用での就職

ハローワークにおける
支援対象新規求職者数
※令和元年度までの活動
指標

活動実績 人

主な増減理由

諸謝金 1,624

土地建物借料

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

94% 86% 94%

執行率（％） 94% 86% 94%

その他 3

485

労働保険業務庁費 222

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

全国22か所のわかものハローワーク等を拠点に就職支援ナビゲーター等を配置し、フリーターに対して正規雇用化に向けた就職プランを作成し、担当者制に
よる個別支援、正規雇用に向けたセミナーやグループワーク等の各種支援や就職後の職場定着支援を実施するとともに、アルバイト等をしながら仕事探しを
行うフリーター、ハローワークへの来所にはまだためらいがある若者などの就職等に関する悩みや相談について、キャリアコンサルタント等による相談を実
施。

実施方法 直接実施

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 3,018 2,562 2,782

計 3,209 2,963 2,956 2,513 0

予備費等 - ▲ 5 -

予算
の状
況

前年度から繰越し

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月2日）
未来投資戦略２０１７（平成29年6月9日）
働き方改革実行計画（平成29年3月28日）

翌年度へ繰越し - - -

- -

令和5年度要求

当初予算 3,209 2,968 2,956 2,513

補正予算 -

- - - -

事業名 フリーター支援事業 担当部局庁 人材開発統括官 作成責任者

事業開始年度 平成24年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022 厚労 21

令和4年度行政事業レビューシート 厚生労働省

主要政策・施策
高齢社会対策、子ども・若者育成支援、少子化社会対
策、男女共同参画

主要経費 社会保障

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

不安定な就労を繰り返すフリーターのうち正規雇用での就職を希望する者に対し、個別的な就職支援等を通じて正規雇用化を図る。

若年者・キャリア形成支援担当参事
官室

若年者・キャリア形成支援
担当参事官　　河嶋 正敏

会計区分 労働保険特別会計雇用勘定

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

雇用保険法第62条第1項第6号
雇用保険法施行規則第115条第1項第13号

関係する
計画、通知等
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126 - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
厚生労働省人材開発統括官調べ

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標

○ 一般競争入札を実施している。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
職業相談から職場定着指導まで、若年者を正規雇用化させ
るために必要な一貫した支援を行っている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

○
我が国の社会・経済を担うべき若年者に対して、無料の職業
紹介をはじめとする支援を行っている。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
令和２年度14,304円、令和３年度15,403円となり、過剰な水
準とはなっていない。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政

再
生
計
画
と
の
関
係

政
策
評
価

政策 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ-3）

施策

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

民間企業によって代わることが可能な事業（電話メール相談
事業等）については、一般競争入札において選定している。
また、一者応札となった入札はなかった。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
将来の社会・経済を担うべき若年者をフリーターから離脱さ
せ、正規雇用化させることは社会的な要請である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
民間等による支援では不十分な部分（支援者層、支援時期
等）をセーフティ・ネットとして国が実施するものであり、国費
を投入して支援する必要がある。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○
ターゲットを絞り明確な数値目標を設けて実施している。今
後我が国の社会・経済を担う若年者を正規雇用化させること
は極めて重要であり、優先度は高い。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/dl/r03_jizenbunseki/V-3-1.pdf

該当箇所
令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 達成目標３　測定指標
11及び12

18,948 - -

目標値 件 20,000 15,000 15,000 - -
相談等支援件数を１万5千
件以上とする

電話、メール、SNS等によ
る支援件数
※令和３年度までの活動指
標

成果実績 件 12,574 16,794

達成度 ％ 62.9 112

目標最終年度

年度 3 年度

99.2 - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
厚生労働省人材開発統括官調べ、（参考）数値については正社員就職者数46,992人／就職者総数74,057人（令和3年度）

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

63.5 - -

目標値 ％ - 66 64 - 64

わかものハローワーク等を
利用して、就職したフリー
ターのうち、正社員として就
職した者の割合64％以上
※令和2年度からの成果目
標

わかものハローワーク等に
おけるフリーターの正社員
化率

成果実績 ％ - 61.6

達成度

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
厚生労働省人材開発統括官調べ

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

93.3

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 4 年度

-

計算式 　　/ -
2,562百万

円
/179,114

2,782百万
円

/180,608
-

単位当たりコスト＝X／Y
X：「執行額」

Y：「わかものハローワーク等の新規登録者数」

単位当たり
コスト 円 - 14,304 15,403

180,608 - -

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

％ -

当初見込み 人 - 130,000 130,000 179,000 -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

正規雇用での就職

わかものハローワーク等の
新規登録者数
※令和2年度からの活動指
標

活動実績 人 - 179,114

単位 令和元年度

令和3年度 4年度活動見込

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を
図ること（Ⅴ-3-1）
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-

2021 厚労 20

厚生労働省 0584

令和3年度

令和2年度 厚生労働省 0592

0650

平成30年度 570

令和元年度

平成28年度 554

平成29年度 554

平成26年度 544

平成27年度 552

705

平成25年度 547

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 799

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 △
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により目標
未達成となったものの一定の成果はあげている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○
本事業においては、一定の成果をあげており、現状において
他に代替する手段・方法は考えられない。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○ 活動指標は見込みを上回っている。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○ 「非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業の実施（所管：
雇用環境・均等局）」は同一事業所内で在職者の正規化等を
目指すものであるのに対し、本事業は職業紹介等により非
正規の求職者を就職支援するものである。

わかものハローワーク等に対する認識は着実に高まってお
り、わかものハローワークは、約25万人の利用がある。

2022 厚労 21 非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業の実施

事業名事業番号

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

　わかものハローワーク等は平成24年度に設置して以降、就職支援ナビゲーターによる個別支援などのきめ細やかな取組により、特に支援対
象者の正規雇用化に一定の成果をあげてきたところであり、効果的な就職支援サービスが提供できている。また、ニーズや実績等を踏まえて
体制を縮小（わかものハローワークの廃止等）し、予算を縮減するなどの見直しも図っている。
　令和３年度においては、①活動指標であるわかものハローワーク等の新規登録者数については、当初見込みを上回っており、一定のニーズ
が認められる。②成果目標であるわかものハローワーク等におけるフリーターの正社員化率については、令和２年度より改善してはいるもの
の、新型コロナウイルス感染症等の影響や比較的就職までに時間を要するような特に難しい課題を抱える対象者がいたことなどにより、これを
下回っている。

改善の
方向性

　引き続き、支援対象者毎の就職プランの策定や職業相談・職業紹介などの個別支援、グループワークやセミナーの実施等により、若年フリー
ターの正社員化等を推進しつつ、支援対象者の減少やニーズの変化等を踏まえて、事業内容等について精査する。

平成24年度
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※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

計 439 計 163

15

事業費
わかものハローワーク等の借料、事業に必
要な経費

199 事業費 設備費、広報費、交通費等 42

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

人件費 職業相談員等の経費 240 管理費 人件費等 106

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東京労働局 B.ヒューマンアカデミー株式会社

費　目 使　途

消費税

厚生労働省
2,782百万円

Ａ．都道府県労働局（47）
2,619百万円

Ｂ．ヒューマンアカデミー株式会

社

163百万円

委託【一般競争契約（（総合評価）】

電話・メール相談事業等
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支出先上位１０者リスト

A.

B

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - -

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
ヒューマンアカデミー
株式会社

4011101055952
電話・メール相談事業の運
営

163
一般競争契約
（総合評価）

3 98％

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等 入札者数
（応募者数）

- - -10 神奈川労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

73

-

9 京都労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

79 - - -

- -

8 千葉労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

85 - -

- - -

7 埼玉労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

85 -

6 福岡労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

87

-

5 兵庫労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

87 - - -

- -

4 北海道労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

94 - -

- - -

3 愛知労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

127 -

2 大阪労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

239

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 東京労働局 6000012070001
就職支援ナビゲーターを配
置し、若年者に対する支援
を実施

439 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等 入札者数
（応募者数）

落札率
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2021年4月1日

厚生労働省 老健局老人保健課

地域包括ケア「見える化」推進事業
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地域包括ケア「見える化」システムについて（概要）

 都道府県及び市町村は、介護保険法に基づき、３年ごとに「介護保険事業支援計画」及び「介護
保険事業計画」を策定することとされている。

 当該計画の策定のためには、各自治体の人口、高齢化率、要介護認定者数、各サービスの利用者
数などについて、現状を把握するとともに、将来推計などを行う必要がある。

 地域包括ケア「見える化」システムは、下記の４つの機能を有する。このシステムを活用するこ
とにより、都道府県・市町村の担当者は、正確なデータに基づき的確な計画策定を行うことが可
能となる。

①現状分析・・各指標を一覧することができ、他自治体との比較なども可能

②施策検討・・先進的取組事例の検索・閲覧などが可能

③将来推計・・介護サービス見込み量などの将来推計が可能

④実行管理・・計画値と実績値の比較が可能

 また、このシステムは一部の機能を除き、誰でも利用することが可能である。そのため、住民を
含めた地域の関係者間で、地域の課題や解決に向けた取組を共有でき、地域包括ケアシステムの
構築に向けた取組を推進しやすくなる。
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地域包括ケア「見える化」システムで提供する指標（例）

介護保険事業（支援）計画を策定するためには、以下のような指標（データ）が必要となる。
地域包括ケア「見える化」システムは、これらの指標を、自治体担当者などにわかりやすく提供することが可能である。

目的 区分 指標（抜粋） 元となる調査

現状分析

人口と世帯の状況 総人口、高齢化率、高齢独居世帯数（割合） 等 国勢調査 等

被保険者及び認定者数
第1号被保険者数、要介護認定者数（率）、性・年齢調整済み認定率
等

介護保険事業状況報告

介護保険総合DB 等

介護保険料 第1号保険料月額、必要保険料月額 等

介護保険サービスの
利用状況

介護サービス受給者数（率）、第1号被保険者1人あたり給付月額、性・
年齢調整済み第1号被保険者1人あたり給付月額、受給者1人あたり給付
月額、受給者1人あたり利用日数・回数 等

医療 後期高齢者1人あたり医療費、受療率 等
後期高齢者医療事業状況
報告、患者調査

その他
リスク高齢者の割合、地域づくりへの参加意向のある高齢者の割合、週
1回以上の通いの場の参加率、
介護人材の需給推計 等

介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査 等

地域資源の状況 介護サービス施設・事業所、在宅医療を行う医療機関の位置情報等

介護サービス情報公表
医療（薬局）機能情報提
供制度
病床機能報告制度

実行管理

被保険者及び認定者数 第1号被保険者数、要介護認定者数（率） 等

介護保険事業状況報告介護サービス見込み量 介護サービス利用者数、利用者1人1月当たり利用日数・回数

給付見込み・保険料 総給付費、保険料基準額 等
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地域包括ケア「見える化」システムの主な機能・・①現状分析

① グラフによる指標値の地域間比較や、同一保険者の時系列比較が可能。
② 地図画面で、選択した指標の値の多寡を視覚的に把握可能。
③ 地域の介護事業所や医療機関等の分布の地図上へのマッピングが可能。

地域間の比較をするグラフから、同一保険者の
時系列推移を確認するグラフに切り替えが可能。

2

1

３
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地域包括ケア「見える化」システムの主な機能・・②施策検討

地域包括ケア構築に向けた先進的な取組事例について、現状分析から抽出された課題によるキーワード検索や、

人口規模や高齢化率等の類似する地域への絞り込みにより、検索・閲覧することが可能。

前月に検索が多かったキーワードの一覧を閲覧可能

人口規模、高齢化率、認定率、地域等、

検索条件の設定が可能
詳細な資料（PDFファイル）のダウンロードが可能

ブックマークした事例は、後からまとめて参照する

ことが可能
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地域包括ケア「見える化」システムの主な機能・・③実行管理

① 実績の対計画比を表示。
② 各サービス毎に、詳細な指標について実績の対計画比を表示。
③ 計画値と実績値、及び対計画比（実績値/計画値）を期単位・年単位で表示。

１ ２

3

年単位の計画と実績の状況を表示。

月単位の実績を表示。

全国の対計画比（計画値/実績値）の分布にお

いて、選択した保険者がどこに位置するのか

を表示。
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地域包括ケア「見える化」システムの主な機能・・④将来推計

介護サービス見込み量やそれに基づく保険料の推計を行うことが可能
（※）第７期介護保険事業計画策定に当たり、それ以前は、Excelファイルで配布してきた将来推計ツールの機能を、

「見える化」システム上に搭載し、保険者の作業負担・管理負担の軽減を実現している。

機能①：シミュレーション支援機能

施策反映の結果として推計される将来の保険

料と自然体推計との差を常時表示

機能③：エラーチェック・ワーニング機能

入力値、推計値に対してチェックを実施し、

入力ミスや異常値の発生を防止

機能②：自然体推計機能

推計に用いる実績値の伸びを選択する

ことで将来の介護サービス見込み量、

それに基づく保険料を自動で推計

機能④：グラフイメージのダウンロード機能

グラフは表示範囲や凡例の表示・非表示を変更可能
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地域包括ケア「見える化」システムの機能（全体像）

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における計画策定・実行を支えるために「①介護・医療の
現状分析・課題抽出支援」「②課題解決のための取組事例の共有・施策検討支援」「③介護サービス見込み量等の将
来推計支援」「④介護・医療関連計画の実行管理支援」の機能を提供する。

「見える化」
システムの

機能

①
現状
分析

②
施策
検討

③
将来
推計

④
実行
管理 取組事例の共有・施策検討支援

 現状分析から抽出された課題、地域特

性等の条件を設定して柔軟に先進的取

組事例、ベストプラクティス事例等を

検索・閲覧可能な機能

介護・医療関連計画の実行

管理支援
 介護・医療関連計画における

将来推計結果、定量目標値等

（計画値）の登録機能

 計画値と実績値の乖離状況の

管理、地域間比較等の分析機

能

介護・医療の現状分析・課題抽出支援
 公的統計及びレセプト情報等から現状分

析・課題抽出に有効な指標群を随時自動的

に算出・提供する機能

 提供される指標群の解釈・課題抽出のポイ

ント等の助言機能

 日常よく活用する指標群等を保存しておく

機能

 介護サービス事業所、医療機関等の地域資

源の位置情報・基本情報の提供機能

 提供される情報をGIS・グラフ等によって直

感的に分析可能な機能

介護サービス見込み量等の

将来推計支援
 介護サービス見込み量、介護保険料

等の将来推計機能

 将来推計の考え方、適切に推計する

ための留意点等の助言機能

 国・都道府県による市町村別将来推

計結果の集計・分析機能
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令和４年度～令和６年度の予算措置及びスケジュール（概要）

○ 令和６年度までは、国庫債務負担行為を措置済みである。
○ 制度改正等に伴うシステム改修などについては、契約の範囲内で実施する予定。

令和４年度 令和５年度 令和６年度

仕様書において
定めている
代表的な
改修項目

※国庫債務負担行為
措置済

運用・保守
※国庫債務負担行為

措置済

制度改正等に伴う改修

日常生活圏域ニーズ調査に係る改修

ダッシュボード機能に係る改修

指標選択画面の改修

在宅介護実態調査に係る改修

ＬＩＦＥに係る改修

運用・保守
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論点と見直しの方向性等について

• 地域包括ケアシステムの構築に向けて、保険者の利用状況や意見等を踏まえ、本システムをより効果的・

効率的に活用する方策について検討するべきではないか。

論点・課題①

• 今後の改修に当たっては、保険者へのアンケート等を行い、契約の範囲内での対応を行う。

• 更なる利活用に向けて、他分野も含む自治体における好事例の共有などを検討する。

見直しの方向性①

• 成果目標（アウトカム）を保険者のシステム利用割合としているが、介護保険事業計画の策定の支援に資

するよう、より適切な目標を設定するべきではないか。

論点・課題②

• より介護保険事業計画の策定の支援に資する観点から、自治体に対してアンケートを実施し、自治体の本

システムへの評価を測定すること等を検討する。

見直しの方向性②
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地域包括ケア「見える化」システム

参 考 資 料

（これまでの改修）
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概要 これまでの改修①

平成27年7月以降、リリースを重ね、機能拡充を行ってきた。4次リリース以降は将来推計機能が本格運用されたこと
と、平成29年度に介護保険事業（支援）計画策定が行われたため、より自治体ユーザの利用機会が増加した。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-7

地域包括ケア
「見える化」システム
の開発

1次 設計・開発

2次 設計・開発

1次 順次運用

2次 運用

3次 設計・開発 3次運用

★1次 ★1.3次 ★1.5次リリース時期：

★3次

機能 1次リリース 2次リリース 3次リリース 4次リリース

「現状分析」 1次 1.3次 1.5次

現状分析・課題抽出に有効な指標群の閲覧・データ取得機能 ○ 〇 〇 〇 〇

提供される指標群の解釈・課題抽出のポイント等の助言閲覧機能 ○ 〇 〇 〇 〇

提供される指標群のデータのExcelファイルへの出力・グラフ画像保存 ○

日常よく活用する指標群等を保存しておく機能 ○

介護サービス事業所、医療機関等の地域資源の位置情報・基本情報の閲覧機能 ○ 〇 〇

提供される情報に関するGIS・グラフ等による直感的な分析機能 ○ 〇 〇 〇

日常生活圏域の設定・日常生活圏域単位の指標群の閲覧 ○ 〇

「取組事例」

先進都道府県・市町村の取組事例、ベストプラクティス事例等の検索・閲覧 ○ 〇 〇 〇 〇

「実行管理」 ※自治体ユーザのみ利用可能

計画値と実績値の乖離状況の管理、地域間比較等の分析機能 ○

「将来推計」 ※自治体ユーザのみ利用可能

介護サービス見込み量、介護保険料等の将来推計機能 ○ 〇 〇

将来推計の考え方、適切に推計するための留意点等の助言閲覧 ○

★2次

★4次4次 設計・開発
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概要 これまでの改修②

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度

7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6

地域包括ケア
「見える化」
システムの開発

5.0次 設計・開発

設計・開発 6次運用6次

設計・開発 7次運用

★5.0次ﾘﾘｰｽ

5.5次 設計・開発 ★5.5次ﾘﾘｰｽ

7次

★6次ﾘﾘｰｽ

★7次ﾘﾘｰｽ

5次順次運用 ★6.5次ﾘﾘｰｽ

機能 5次リリース 6次リリース 7次リリース

「現状分析」 5次 5.5次 6次 6.5次

資料閲覧・データのダウンロード機能 ◯ ◯ ◯

既存の指標の表示方法や改善、指標名等の見直し ◯ ◯ ◯

認知症高齢者や介護予防・日常生活総合事業の評価、在宅医療等に関する指標の追加
◯ ◯

画面レイアウトの改善等、ユーザの使いやすさ向上 ◯

第8期の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（仮称）への対応 ◯

「取組事例」

取組事例のPDF全文検索機能 ◯

「実行管理」 ※自治体ユーザのみ利用可能

実行管理指標の追加 ◯

各指標値のExcel帳票ダウンロード機能 ◯

「将来推計」 ※自治体ユーザのみ利用可能

第8期介護保険事業（支援）計画策定に向けた将来推計機能の改修 ◯
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概要 これまでの改修③

令和2年度 令和3年度

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

地域包括ケア「見える化」
システムの開発

機能 8次リリース 9次リリース 10次リリース 11次リリース

「現状分析」 8次 8.5次

リハビリテーション指標、在宅医療・介護連携指標等に関する指標の追加 〇

インセンティブ指標等に関する指標の追加 〇

「実行管理」 ※自治体ユーザのみ利用可能

第８期介護保険事業（支援）計画進捗管理に向けた表示変更 〇

国機能・都道府県機能の拡充 〇

「将来推計」 ※自治体ユーザのみ利用可能

第8期介護保険事業（支援）計画策定に向けた将来推計機能の改修 〇 〇

「ダッシュボート機能」

介護保険事業の状況のダッシュボート機能の追加 〇

★8次ﾘﾘｰｽ

★8.5次ﾘﾘｰｽ

設計・開発

設計・開発

★9次ﾘﾘｰｽ8次順次運用

設計・開発 9次運用 ★10次ﾘﾘｰｽ

設計・開発 10次運用

★11次ﾘﾘｰｽ設計・開発
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事業名 地域包括ケア「見える化」推進事業 レビュー番号 担当部局・課室 老健局老人保健課

課題

〇 都道府県・市町村は、計画の作成に当たって、
介護サービス見込み量の将来推計を行うとともに、
現状の分析や各種調査結果の反映を行うことが求
められる。

現状分析

〇 都道府県・市町村は、介護保険法（平成９年法
律第123号）に基づき、保険給付の円滑な実施のた
め、３年を１期として、介護保険事業（支援）計画
の作成をしている。

〇 地域包
括ケア「見え
る化」推進事
業

令和４年度
予算額
302.4百万
円

令和３年度
予算額
285百万円
執行額
285百万円

【インプット】

〇 毎年度、利便性の
向上等を目的とした機
能追加や介護保険事
業（支援）計画策
定に向けた指標追加
等の改修を実施。

〇 安定した保守運用
を実施。

〇 利用方法の周知の
ため、マニュアルを整備
し、自治体職員を対
象とした操作講習会を
実施するとともに、ヘル
プデスクを設置。

〇 都道府県・市町
村・国民対して、年
間を通して、安定的
にシステムによるサー
ビスを提供。

〇 改修回数
令和４年度 １回
令和３年度 ２回
（実績）

〇 障害報告
令和４年度 ０件
令和３年度 ０件
（実績）

〇 「見える化」システム
を利用している保険者
の割合

令和４年度 100％
令和３年度 100％
（実績）

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】

〇 介護保険
制度の適切な
運営を図る。

事業概要
【□新規 ☑既存 □モデル □大幅見直し】

〇 地域包括ケア「見える化」推進事業
「見える化」システムを通じ、公的統計や介護保険
総合データベース等の情報から、グラフやマッピング等
の直感的に分かる指標に「見える化」をすることで、
介護・医療の現状分析・課題抽出を支援するととも
に、先進的取組事例等を検索・閲覧可能とすること
で施策検討を支援する。また、介護サービス見込み
量等の将来推計や介護・医療関連計画の実行管
理の支援も行う。
【実施主体】 国（民間へ委託）

〇 介護保険事業
（支援）計画の効率
的な作成

〇 国民によるデータの
利活用
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事業名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度要求

予算額（補正後） 304 246 285 302

執行額 304 246 285

執行率 100% 100% 100%

（事業の概要）

（論点）

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、保険者の利用状況や意見等を踏まえ、本システムを
より効果的・効率的に活用する方策について検討するべきではないか。

・成果目標（アウトカム）を保険者のシステム利用割合としているが、介護保険事業計画の策定
の支援に資するよう、より適切な目標を設定するべきではないか。

論点等説明シート

地域包括ケア「見える化」推進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

地域包括ケアシステムの構築に向け、介護・医療関連情報について、全国・都道府県・市町村・
日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を、各保険者が客観的かつ容易に把握できるようにする
ことにより、これらの課題に基づいた介護保険事業計画の策定等を支援するためのシステムを
整備・運営する。

　＜「見える化」システムの主な機能＞
　　①現状分析機能
　　　⇒介護保険レセプト等情報及び公的統計を用いて提供される介護・医療の指標群を
　　　　 時系列の推移や他の地域と比較することで、地域の現状及び問題を把握する。
　　②施策検討機能
　　　⇒各自治体で行われている地域包括ケア構築に向けた先進的な取組事例の検索・
　　　　 閲覧を通じて、課題解決のための取組事例の共有・施策の検討を実施する。
　　③将来推計機能
　　　⇒介護保険事業計画の策定に当たり必要となる介護サービス見込み量、保険料基
　　　　 準額の推計を実施する。
　　④実行管理機能
　　　⇒介護保険事業（支援）計画における計画値に対して、実績値がどの程度乖離して
　　　　 いるかを分析する。

　＜成果目標及び成果実績＞

事業番号 ④

100
「見える化」推進事業
全保険者がシステムを利用
すること

保険者のシステム利用割合
(将来推計機能により提出し
た保険者数／全保険者数×
100)

成果実績 ％ 100 100

達成度 ％ 100

年度

100 100 -

年度 4

中間目標 目標最終年度
定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

100 - -

目標値 ％ 100

100 100 - -
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事業番号 - - -

（ ）

1-4　介護保険制度の適切な運営を図り、介護分
野における生産性の向上等により、質・量両面に
わたり介護サービス基盤の整備を図ること

－

事業名 地域包括ケア「見える化」推進事業 担当部局庁 厚生労働省老健局 作成責任者

事業開始年度 平成26年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022 厚労 21

令和4年度行政事業レビューシート 厚生労働省

主要政策・施策 高齢社会対策 主要経費 社会保障

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

社会保障・税一体改革においては高齢化が一段と進む2025年に向け地域包括ケアシステムの構築を目指しており、厚生労働省では、地域包括ケア「見え
る化」システムを運営して必要な情報を提供し、各保険者が、要介護度別認定率や一人当たり介護費の地域差等の課題の把握や分析をしやすくするとと
もに、これらの課題に基づいた介護保険事業（支援）計画の策定や、その進捗管理等を支援する。

老人保健課 古元　重和

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
介護保険法第118条の２

関係する
計画、通知等

介護保険法第117条（市町村介護保険事業計画）
介護保険法第118条（都道府県介護保険事業支援計画）

翌年度へ繰越し 0 0 0 0

0 0

令和5年度要求

当初予算 303.7 245.6 285 302.4

補正予算 0

0 0 0 0

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画の策定・実行に当たり、「見える化」システムを通じ、公的統計や介護保険総合データベース等の情報
から、グラフやマッピング等の直感的に分かる指標に「見える化」をすることで、介護・医療の現状分析・課題抽出を支援するとともに、先進的取組事例等を
検察・閲覧可能とすることで施策検討を支援する。また、介護サービス見込み量等の将来推計や介護・医療関連計画の実行管理の支援も行う。

実施方法 委託・請負

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 303.7 245.6 285

計 303.7 245.6 285 302.4 0

予備費等 0 0 0 0

予算
の状
況

0

前年度から繰越し

主な増減理由

要介護認定調査委託費 302.4

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

100% 100% 100%

執行率（％） 100% 100% 100%

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 302.4 0

100
「見える化」推進事業
全保険者がシステムを利
用すること

保険者のシステム利用割
合
(将来推計機能により提出
した保険者数／全保険者
数×100)

成果実績 ％ 100 100

達成度 ％ 100

年度

100 100 -

年度 4

中間目標 目標最終年度

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

100 - -

目標値 ％ 100

100 100 - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
地域包括ケア「見える化」システム定例報告

－

該当箇所

政策評価書
URL

https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/dl/r03_jizenbunseki/XI-1-4.pdf

該当箇所 －

新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
改
革
工
程
表

2
0
2
1

取組
事項

分野： - －

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画

と
の
関
係

政
策
評
価

政策 Ⅺ　高齢者ができる限り自立し、住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らせる社会づくりを推進すること

施策
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2022 厚労 21 要介護認定情報管理・分析事業費

事業名事業番号

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
令和２年度においては、情報システムの構築、運用を着実に進め、システム全体の使いやすさの向上、現状分析指標の充実・機能強化を行う
ことで、介護保険事業（支援）計画策定や進捗管理における市町村の事務負担軽減を図った。今後制度改正への対応に係る検討を行う必要
であるが、事業は適切に行われており、その予算規模、支出は適切なものである

改善の
方向性

第８期介護保険事業（支援）計画の推進に向けた、地方自治体向けの将来推計機能の改修およびリリースを実施するとともに、今後制度改正
への対応に係る検討を行う。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

公告期間を長く確保したり、事業説明会の内容や、事前質問
の受付期間を拡充するなど、競争性の確保に努めている。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

有

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の

必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
検討委員会で有識者によって、必要な事項の検討を行って
いる。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
自治体が介護保険事業（支援）計画を立案する等に資する
ための事業であり、国が実施することが必要である。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○
高齢化が進む中、地域包括ケアシステムの構築を支援する
ことは重要である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ －

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 ○
一般競争入札によりコスト削減や事業者による提案により効
率化を図っている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○ －

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ －

○
介護保険法において、厚生労働大臣は、市町村介護保険事
業計画等の作成等に資するため、介護保険等関連情報に

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ‐ 現在まで単位当たりコスト等での評価は行っていない。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○
再委託に当たっては、合理的なものとなるよう、承認申請書
の提出を求め、承認を行うこととしている。

介護保険事業（支援）計画の策定に活用されている。

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○ 成果目標を達成している。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

‐ 事業実施に当たって、明らかな代替手段・手法はない。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○ 活動見込みに見合った実績となっている。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

備考
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-

※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

平成24年度 1030

平成25年度 830

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 485

平成30年度 807

令和元年度

平成28年度 812

平成29年度 812

平成26年度 831

平成27年度 842

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

令和3年度

令和2年度 厚生労働省 0838

09142021 厚労 20

厚生労働省 0818

「見える化」推進事業

厚生労働省

２８５百万円（＝A＋B＋C）

受託業者に対し、事業を実施する上で必要な指示を行う。

Ａ．東芝デジタルソリューションズ（株）

１９７百万円

見える化システム機能改修業務

Ｂ．株式会社三菱総合研究所
１６百万円

介護保険総合データベース等介護関連シ

ステムの機能改修に係る工程管理支援等

一式

見える化システム運用保守業務

【一般競争契約（総合評価）】 【一般競争契約（総合評価）】 【一般競争契約（総合評価）】

Ｃ．東芝デジタルソリューションズ（株）

７２百万円

※見える化システムの運用・保守業務の委託

については、介護保険総合データシステムと

見える化システムの一括契約となっている。

【随意契約（その他）】

Ｄ．（株）情報実業

５７百万円

画面およびアプリケーション一部

改修業務

【随意契約（その他）】

Ｅ．（株）情報実業

１０．５百万円

運用保守業務の一部

※見える化システムの工程管理業務の委託

については、介護保険総合データシステム、

見える化システム、第三者提供システム、LIFE

の一括契約となっている。
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費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東芝デジタルソリューションズ（株） B.株式会社三菱総合研究所

費　目 使　途

消費税 18 消費税 1.6

委託費 一部開発業務 52 雑務役費 実施状況調査業務 2.1

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

人件費 ＰＪ管理、設計、開発、テスト等 127 人件費 工程管理 12.3

C.東芝デジタルソリューションズ（株） D.（株）情報実業

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 197 計 16

雑務役費 ミドルウェア、アプリ保守 8

人件費
ＰＦ管理、システム運用、業務運用支援費
等

21

借料 ハード、ミドルウェア等 27 再委託 再委託経費 57

消費税 7

通信運搬費 運用保守回線 1

委託費 保守運用作業 8

E.（株）情報実業 －

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 72 計 57

再委託 再委託経費 10.5 － － -

計 10.5 計 0

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 チェック
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支出先上位１０者リスト

A.

B

C

D

E

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
東芝デジタルソ
リューションズ株式
会社

7010401052137
見える化システム機能改
修業務

197
一般競争契約
（総合評価）

1 98％

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
株式会社三菱総合
研究所

6010001030403 工程管理
一般競争契約
（総合評価）

1 93％

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）

100％

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
東芝デジタルソ
リューションズ株式
会社

7010401052137
見える化システム運用保
守業務

72
一般競争契約
（総合評価）

2

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 株式会社情報実業 9012801003907 再委託 57 その他

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 株式会社情報実業 9012801003907 再委託 10.5 その他

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 チェック

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

- - -

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -

341百万円

の内数
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2021年4月1日

厚生労働省

医政局地域医療計画課

医療・介護サービスの提供体制改革のための基金

5-15-15-1



１ -１．地域医療介護総合確保基金の概要
令和４年度予算額：公費で1,853億円

（医療分 1,029億円、介護分 824億円）

国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画

（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画

(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
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１ -２．地域医療介護総合確保基金の予算推移（平成26～令和４年度）

※  基金の対象事業変遷

○ 平成26年度に医療を対象としてⅠ－１、Ⅱ、Ⅳで創設 ○令和２年度より医療を対象としてⅥが追加
○ 平成27年度より介護を対象としてⅢ、Ⅴが追加 ○令和３年度より医療を対象としてⅠ－２が追加

地域医療介護総合確保基金の予算

１，５６１億円

平成27年度予算
（補正予算）

介護分
1,561

億円

（うち、
国分1,040
億円）

令和３年度予算
（当初予算）

２，００３億円

介護分
824億円

（うち、
国分549
億円）

医療分
1,179
億円

（うち、
国分851
億円）

令和２年度予算
（当初予算）

２，０１８億円

介護分
824億円

（うち、
国分549
億円）

医療分
1,194
億円

（うち、
国分796
億円）

１，８５８億円

令和元年度予算
（当初予算）

介護分
824億円

（うち、
国分549
億円）

医療分
1,034
億円

（うち、
国分689
億円）

１，６５８億円

平成30年度予算
（当初予算）

介護分
724億円

（うち、
国分483
億円）

医療分
934億円

（うち、
国分622
億円）

平成26年度予算
（当初予算）

９０４億円

医療分
904億円

(うち、
国分602
億円)

１，６２８億円

平成27年度予算
（当初予算）

介護分
724億円

（うち、
国分483
億円）

医療分
904億円

(うち、
国分602
億円)

平成28年度予算
（当初予算）

１，６２８億円

介護分
724億円

（うち、
国分483
億円）

医療分
904億円

(うち、
国分602
億円)

令和４年度予算
（当初予算）

１，８５３億円

介護分
824億円

（うち、
国分549
億円）

医療分
1,029
億円

（うち、
国分751
億円）

平成29年度予算
（当初予算）

１，６２８億円

介護分
724億円

（うち、
国分483
億円）

医療分
904億円

(うち、
国分602
億円)

5-3



２．地域医療構想について

都
道
府
県

○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に
提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要。

○ こうした観点から、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回
復期・慢性期）ごとに推計し、「地域医療構想」として策定。

その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」により「見える化」しつつ、各構想区域に設置
された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療

需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択
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３．２０２０年度病床機能報告について

※1：2020年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2020年病床機能報告：12,635/13,137（96.2％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ 及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を

用いて推計
※5：ICU及びHCUの病床数（*）：18,482床（参考 2019年度病床機能報告：18,253床）

*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

出典：2020年度病床機能報告

89.5
万床

※1

急性期

53.5万床（45％）

高度急性期

15.9万床（13%）

５
慢性期

29.9万床（25％）

回復期

20.5万床（17%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告

合計 119.8万床

89.9
万床

0.3万床増

1.2万床減

1.6万床増

1.8万床減

約1.1万床減

2020年度病床機能報告

1.33

急性期

54.7万床（45％）

高度急性期

15.6万床（13％）

慢性期

31.7万床（26％）

回復期

18.9万床（16%）

合計 120.9万床

89.2
万床

合計 125.1万床
2025年見込2020年

76.5
万床

1.3万床減

4.9万床減

5.9万床増

3.8万床減

70.3
万床

69.4
万床

2015年

急性期

40.1万床（34％）

回復期

37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期

28.4万床（24％）

90.7
万床

53.2
万床

合計 119.1万床

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（平成28年度末時点の推計）※4
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区分Ⅱ

（累計：487.0億円）

執行額 残額

区分Ⅰ－１

（累計：2,779.8億円）

執行額 残額

４．都道府県における基金執行額及び執行残額（平成26～令和２年度累計）

基金全体
（累計：6,206.7億円）

執行額 残額

区分Ⅵ

（28.0億円）

執行額 残額

区分Ⅳ

（累計：2,911.9億円）

執行額 残額

※令和２年度より区分追加※グラフ内の単位は億円

4,401.1
（70.9％）

1,805.6
（29.1％）

10.6
（37.8％）

17.4
（62.2％）

393.2
（80.8％）

93.8
（19.2％）

2,775.7
（95.3％）

136.2
（4.7％）

1,221.5
（43.9％）

1,558.3
（56.1％）
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５ -１．地域医療介護総合確保基金（医療分・全体）の都道府県別累積執行状況
（平成26～令和２年度交付分）

都道府県 a.交付額 b.執行額
執行率
b/a

参考：執行（予定）額 都道府県 a.交付額 b.執行額
執行率
b/a

参考：執行（予定）額

01 北海道 215.3 (143.5) 186.2 (124.1) 86.4% 215.5 (143.6) 25 滋賀県 69.7 (46.4) 59.8 (39.9) 85.8% 67.3 (44.9)

02 青森県 95.5 (63.7) 47.2 (31.5) 49.4% 47.2 (31.5) 26 京都府 157.8 (105.2) 116.8 (77.8) 74.0% 142.5 (95.0)

03 岩手県 83.1 (55.4) 72.4 (48.3) 87.1% 72.4 (48.3) 27 大阪府 369.2 (246.1) 256.8 (171.2) 69.6% 369.2 (246.1)

04 宮城県 92.8 (61.9) 75.6 (50.4) 81.5% 77.9 (51.9) 28 兵庫県 275.5 (183.6) 194.1 (129.4) 70.5% 275.6 (183.7)

05 秋田県 125.7 (83.8) 78.1 (52.1) 62.1% 125.7 (83.8) 29 奈良県 70.2 (46.8) 50.7 (33.8) 72.2% 56.0 (37.4)

06 山形県 75.0 (50.0) 47.0 (31.4) 62.7% 73.0 (48.7) 30 和歌山県 66.0 (44.0) 31.5 (21.0) 47.7% 65.2 (43.5)

07 福島県 114.2 (76.2) 87.0 (58.0) 76.2% 96.7 (64.5) 31 鳥取県 92.7 (61.8) 67.8 (45.2) 73.1% 73.3 (48.9)

08 茨城県 196.4 (130.9) 122.9 (82.0) 62.6% 196.4 (130.9) 32 島根県 106.6 (71.1) 86.3 (57.5) 81.0% 106.6 (71.1)

09 栃木県 99.8 (66.5) 72.4 (48.2) 72.5% 95.5 (63.7) 33 岡山県 94.0 (62.7) 60.8 (40.5) 64.7% 90.4 (60.3)

10 群馬県 94.1 (62.7) 76.4 (50.9) 81.2% 77.4 (51.6) 34 広島県 153.2 (102.1) 108.3 (72.2) 70.7% 108.3 (72.2)

11 埼玉県 185.5 (123.6) 145.7 (97.1) 78.5% 153.6 (102.4) 35 山口県 94.3 (62.8) 76.6 (51.0) 81.2% 94.3 (62.8)

12 千葉県 217.2 (144.8) 168.8 (112.5) 77.7% 169.8 (113.2) 36 徳島県 127.5 (85.0) 99.8 (66.6) 78.3% 127.5 (85.0)

13 東京都 531.1 (354.0) 288.5 (192.3) 54.3% 288.5 (192.3) 37 香川県 71.1 (47.4) 51.1 (34.1) 71.9% 51.1 (34.1)

14 神奈川県 206.7 (137.8) 173.3 (115.5) 83.8% 206.7 (137.8) 38 愛媛県 137.3 (91.5) 77.9 (51.9) 56.7% 135.7 (90.5)

15 新潟県 107.7 (71.8) 78.6 (52.4) 73.0% 105.4 (70.3) 39 高知県 72.8 (48.6) 62.6 (41.7) 86.0% 69.0 (46.0)

16 富山県 79.0 (52.7) 47.6 (31.7) 60.3% 47.6 (31.7) 40 福岡県 243.8 (162.5) 176.2 (117.5) 72.3% 228.4 (152.3)

17 石川県 66.2 (44.1) 39.3 (26.2) 59.4% 42.8 (28.6) 41 佐賀県 54.1 (36.1) 39.9 (26.6) 73.8% 52.1 (34.7)

18 福井県 78.4 (52.3) 59.3 (39.6) 75.6% 59.3 (39.6) 42 長崎県 74.6 (49.8) 47.6 (31.7) 63.8% 74.6 (49.8)

19 山梨県 63.4 (42.3) 39.2 (26.1) 61.8% 53.7 (35.8) 43 熊本県 122.9 (82.0) 108.5 (72.3) 88.3% 108.5 (72.3)

20 長野県 79.9 (53.3) 63.4 (42.3) 79.3% 78.5 (52.3) 44 大分県 62.1 (41.4) 46.6 (31.1) 75.0% 46.9 (31.3)

21 岐阜県 84.4 (56.3) 67.9 (45.2) 80.5% 68.2 (45.5) 45 宮崎県 110.6 (73.7) 67.4 (44.9) 60.9% 110.6 (73.7)

22 静岡県 172.9 (115.3) 116.2 (77.5) 67.2% 140.2 (93.5) 46 鹿児島県 76.9 (51.2) 54.7 (36.5) 71.1% 73.4 (48.9)

23 愛知県 240.5 (160.3) 135.5 (90.4) 56.3% 146.4 (97.6) 47 沖縄県 96.5 (64.3) 80.3 (53.5) 83.2% 80.6 (53.8)

24 三重県 102.5 (68.3) 90.5 (60.3) 88.3% 91.2 (60.8) 合 計 6,206.7 (4,137.8) 4,401.1 (2,934.0) 70.9% 5,336.9 (3,557.9)

単位：億円

※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 ※執行（予定）額には運用益が含まれている。
※執行（予定）額は、令和３年度以降に具体的な執行予定の目途が立っている金額を含んでいる。 ※執行率は公費ベースで計算している。

【全体分】 ※括弧内は国費
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５ -２．地域医療介護総合確保基金（医療分・区分Ⅰ -1）の都道府県別累積執行状況
（平成26～令和２年度交付分）

※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 ※執行（予定）額には運用益が含まれている。
※執行（予定）額は、令和３年度以降に具体的な執行予定の目途が立っている金額を含んでいる。 ※執行率は公費ベースで計算している。

※括弧内は国費【区分Ⅰ-1】地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
都道府県 a.交付額 b.執行額

執行率
b/a

参考：執行（予定）額 都道府 都道府県 a.交付額 b.執行額
執行率
b/a

参考：執行（予定）額

01 北海道 40.2 (26.8) 18.3 (12.2) 45.7% 40.2 (26.8) 25 滋賀県 19.3 (12.9) 12.7 (8.5) 65.8% 17.1 (11.4)

02 青森県 67.1 (44.8) 21.3 (14.2) 31.7% 21.3 (14.2) 26 京都府 77.5 (51.7) 40.9 (27.3) 52.8% 59.5 (39.6)

03 岩手県 40.4 (26.9) 30.9 (20.6) 76.5% 30.9 (20.6) 27 大阪府 170.2 (113.4) 76.5 (51.0) 44.9% 165.1 (110.1)

04 宮城県 19.2 (12.8) 7.0 (4.6) 36.2% 7.0 (4.6) 28 兵庫県 123.4 (82.3) 68.4 (45.6) 55.4% 123.4 (82.3)

05 秋田県 91.2 (60.8) 49.5 (33.0) 54.3% 90.6 (60.4) 29 奈良県 28.5 (19.0) 11.3 (7.5) 39.6% 16.5 (11.0)

06 山形県 37.8 (25.2) 10.7 (7.2) 28.4% 36.7 (24.4) 30 和歌山県 39.4 (26.3) 7.2 (4.8) 18.2% 38.7 (25.8)

07 福島県 43.5 (29.0) 27.1 (18.1) 62.3% 29.8 (19.8) 31 鳥取県 66.2 (44.1) 40.9 (27.3) 61.9% 44.9 (30.0)

08 茨城県 88.8 (59.2) 26.3 (17.5) 29.6% 88.3 (58.9) 32 島根県 46.6 (31.1) 33.6 (22.4) 72.0% 46.3 (30.9)

09 栃木県 39.6 (26.4) 12.7 (8.4) 31.9% 35.8 (23.9) 33 岡山県 44.4 (29.6) 14.8 (9.9) 33.4% 40.4 (26.9)

10 群馬県 22.0 (14.7) 7.6 (5.1) 34.5% 7.6 (5.1) 34 広島県 70.6 (47.1) 23.3 (15.5) 33.0% 23.3 (15.5)

11 埼玉県 58.5 (39.0) 22.1 (14.7) 37.7% 26.7 (17.8) 35 山口県 36.4 (24.3) 23.0 (15.3) 63.1% 36.4 (24.3)

12 千葉県 72.7 (48.4) 27.2 (18.1) 37.4% 28.2 (18.8) 36 徳島県 71.5 (47.7) 52.1 (34.7) 72.8% 69.0 (46.0)

13 東京都 326.0 (217.3) 96.1 (64.1) 29.5% 96.1 (64.1) 37 香川県 29.1 (19.4) 12.8 (8.5) 44.0% 12.8 (8.5)

14 神奈川県 70.1 (46.7) 52.0 (34.7) 74.3% 70.1 (46.7) 38 愛媛県 65.4 (43.6) 20.3 (13.6) 31.1% 64.5 (43.0)

15 新潟県 59.9 (40.0) 40.0 (26.7) 66.8% 58.7 (39.1) 39 高知県 24.1 (16.0) 15.4 (10.3) 64.1% 21.9 (14.6)

16 富山県 35.0 (23.3) 5.1 (3.4) 14.5% 5.1 (3.4) 40 福岡県 104.6 (69.8) 43.6 (29.0) 41.6% 94.5 (63.0)

17 石川県 39.3 (26.2) 14.5 (9.6) 36.8% 17.7 (11.8) 41 佐賀県 24.7 (16.5) 11.6 (7.7) 46.9% 22.6 (15.1)

18 福井県 59.4 (39.6) 42.0 (28.0) 70.8% 42.0 (28.0) 42 長崎県 28.5 (19.0) 5.9 (3.9) 20.7% 28.4 (18.9)

19 山梨県 28.1 (18.7) 5.7 (3.8) 20.2% 19.2 (12.8) 43 熊本県 60.9 (40.6) 50.8 (33.8) 83.4% 50.8 (33.8)

20 長野県 42.2 (28.1) 26.6 (17.7) 63.1% 38.7 (25.8) 44 大分県 32.8 (21.8) 14.8 (9.9) 45.3% 15.1 (10.1)

21 岐阜県 22.1 (14.7) 7.1 (4.8) 32.3% 7.1 (4.8) 45 宮崎県 58.7 (39.1) 23.3 (15.5) 39.6% 58.6 (39.1)

22 静岡県 64.8 (43.2) 23.5 (15.7) 36.3% 23.5 (15.7) 46 鹿児島県 28.3 (18.9) 6.0 (4.0) 21.3% 24.2 (16.1)

23 愛知県 114.1 (76.1) 13.6 (9.1) 12.0% 18.0 (12.0) 47 沖縄県 18.6 (12.4) 7.2 (4.8) 39.0% 7.2 (4.8)

24 三重県 28.0 (18.7) 18.2 (12.1) 64.8% 18.9 (12.6) 合 計 2,779.8 (1,853.2) 1,221.5 (814.3) 43.9% 1,939.3 (1,292.9)

単位：億円
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５ -３．地域医療介護総合確保基金（医療分・区分Ⅱ）の都道府県別累積執行状況
（平成26～令和２年度交付分）

※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 ※執行（予定）額には運用益が含まれている。
※執行（予定）額は、令和３年度以降に具体的な執行予定の目途が立っている金額を含んでいる。 ※執行率は公費ベースで計算している。

※括弧内は国費【区分Ⅱ】居宅等における医療の提供に関する事業
都道府県 a.交付額 b.執行額

執行率
b/a

参考：執行（予定）額 都道府 都道府県 a.交付額 b.執行額
執行率
b/a

参考：執行（予定）額

01 北海道 15.8 (10.5) 14.9 (9.9) 94.5% 15.8 (10.5) 25 滋賀県 13.9 (9.3) 13.0 (8.6) 93.2% 13.7 (9.1)

02 青森県 3.5 (2.3) 2.3 (1.5) 66.3% 2.3 (1.5) 26 京都府 10.7 (7.2) 8.3 (5.5) 77.4% 9.7 (6.5)

03 岩手県 3.5 (2.4) 3.3 (2.2) 92.8% 3.3 (2.2) 27 大阪府 21.0 (14.0) 14.1 (9.4) 67.2% 21.7 (14.5)

04 宮城県 25.3 (16.9) 22.1 (14.7) 87.2% 23.3 (15.6) 28 兵庫県 18.4 (12.3) 12.8 (8.5) 69.3% 18.4 (12.3)

05 秋田県 5.4 (3.6) 3.9 (2.6) 72.2% 4.6 (3.1) 29 奈良県 3.4 (2.3) 3.0 (2.0) 87.2% 3.2 (2.1)

06 山形県 6.3 (4.2) 4.5 (3.0) 72.1% 4.5 (3.0) 30 和歌山県 8.8 (5.9) 6.1 (4.1) 69.2% 6.7 (4.5)

07 福島県 19.8 (13.2) 10.4 (6.9) 52.5% 17.5 (11.6) 31 鳥取県 5.5 (3.7) 5.8 (3.8) 104.7% 6.0 (4.0)

08 茨城県 8.7 (5.8) 5.8 (3.8) 66.4% 7.7 (5.1) 32 島根県 12.7 (8.5) 11.4 (7.6) 89.9% 12.4 (8.3)

09 栃木県 4.7 (3.1) 4.5 (3.0) 96.3% 4.5 (3.0) 33 岡山県 4.3 (2.9) 3.8 (2.5) 88.8% 4.3 (2.9)

10 群馬県 6.0 (4.0) 3.5 (2.3) 57.9% 3.5 (2.3) 34 広島県 8.4 (5.6) 8.5 (5.7) 101.0% 8.5 (5.7)

11 埼玉県 18.8 (12.5) 16.9 (11.3) 90.0% 18.7 (12.5) 35 山口県 5.8 (3.9) 4.6 (3.1) 79.0% 5.3 (3.5)

12 千葉県 4.6 (3.0) 4.3 (2.9) 93.7% 4.3 (2.9) 36 徳島県 13.7 (9.1) 11.3 (7.5) 82.6% 13.0 (8.7)

13 東京都 56.0 (37.3) 39.2 (26.1) 70.1% 39.2 (26.1) 37 香川県 4.4 (3.0) 3.9 (2.6) 88.5% 3.9 (2.6)

14 神奈川県 19.2 (12.8) 17.0 (11.3) 88.2% 19.2 (12.8) 38 愛媛県 17.2 (11.5) 12.0 (8.0) 70.0% 16.9 (11.3)

15 新潟県 4.6 (3.1) 3.4 (2.3) 73.2% 4.5 (3.0) 39 高知県 4.2 (2.8) 4.0 (2.7) 96.0% 4.0 (2.7)

16 富山県 4.9 (3.3) 2.6 (1.7) 52.6% 2.6 (1.7) 40 福岡県 23.1 (15.4) 21.7 (14.5) 93.9% 22.2 (14.8)

17 石川県 2.2 (1.5) 1.3 (0.9) 58.5% 1.3 (0.9) 41 佐賀県 5.0 (3.3) 3.7 (2.5) 74.8% 4.0 (2.7)

18 福井県 2.9 (2.0) 2.6 (1.8) 89.7% 2.6 (1.8) 42 長崎県 2.3 (1.5) 1.8 (1.2) 79.8% 2.0 (1.4)

19 山梨県 5.6 (3.8) 5.4 (3.6) 96.4% 5.5 (3.7) 43 熊本県 8.0 (5.3) 7.3 (4.9) 91.0% 7.3 (4.9)

20 長野県 7.2 (4.8) 7.5 (5.0) 104.4% 7.7 (5.1) 44 大分県 2.1 (1.4) 2.3 (1.5) 112.3% 2.3 (1.5)

21 岐阜県 11.5 (7.7) 11.3 (7.6) 98.4% 11.3 (7.6) 45 宮崎県 5.9 (3.9) 4.2 (2.8) 71.1% 5.9 (3.9)

22 静岡県 18.1 (12.1) 12.8 (8.5) 70.7% 20.9 (14.0) 46 鹿児島県 2.9 (2.0) 2.3 (1.5) 78.1% 2.3 (1.6)

23 愛知県 19.5 (13.0) 17.8 (11.8) 91.0% 18.2 (12.1) 47 沖縄県 2.9 (1.9) 2.6 (1.8) 91.6% 2.6 (1.8)

24 三重県 8.0 (5.3) 7.3 (4.9) 91.2% 7.3 (4.9) 合 計 487.0 (324.7) 393.2 (262.2) 80.8% 447.0 (298.0)

単位：億円
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５ -４．地域医療介護総合確保基金（医療分・区分Ⅳ）の都道府県別累積執行状況
（平成26～令和２年度交付分）

※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 ※執行（予定）額には運用益が含まれている。
※執行（予定）額は、令和３年度以降に具体的な執行予定の目途が立っている金額を含んでいる。 ※執行率は公費ベースで計算している。

※括弧内は国費【区分Ⅳ】医療従事者の確保に関する事業
都道府県 a.交付額 b.執行額

執行率
b/a

参考：執行（予定）額 都道府 都道府県 a.交付額 b.執行額
執行率
b/a

参考：執行（予定）額

01 北海道 159.3 (106.2) 152.9 (101.9) 96.0% 159.5 (106.3) 25 滋賀県 36.4 (24.3) 34.1 (22.7) 93.6% 36.5 (24.3)

02 青森県 24.9 (16.6) 23.6 (15.8) 94.8% 23.6 (15.8) 26 京都府 69.6 (46.4) 67.5 (45.0) 97.1% 73.3 (48.9)

03 岩手県 39.0 (26.0) 38.0 (25.4) 97.6% 38.0 (25.4) 27 大阪府 172.4 (114.9) 162.6 (108.4) 94.3% 176.7 (117.8)

04 宮城県 48.3 (32.2) 46.6 (31.0) 96.4% 47.6 (31.7) 28 兵庫県 133.7 (89.1) 112.9 (75.3) 84.5% 133.7 (89.2)

05 秋田県 28.0 (18.7) 24.7 (16.4) 88.0% 29.5 (19.7) 29 奈良県 38.3 (25.5) 36.4 (24.3) 95.1% 36.4 (24.3)

06 山形県 31.0 (20.7) 31.8 (21.2) 102.6% 31.8 (21.2) 30 和歌山県 17.7 (11.8) 18.3 (12.2) 103.2% 19.8 (13.2)

07 福島県 50.3 (33.5) 49.2 (32.8) 97.8% 49.2 (32.8) 31 鳥取県 21.0 (14.0) 21.1 (14.1) 100.4% 22.4 (14.9)

08 茨城県 94.5 (63.0) 90.5 (60.3) 95.7% 96.1 (64.1) 32 島根県 46.4 (30.9) 41.3 (27.5) 89.0% 47.0 (31.3)

09 栃木県 55.5 (37.0) 55.2 (36.8) 99.5% 55.2 (36.8) 33 岡山県 45.3 (30.2) 42.1 (28.1) 93.1% 45.8 (30.5)

10 群馬県 66.0 (44.0) 65.3 (43.5) 98.9% 66.3 (44.2) 34 広島県 73.5 (49.0) 75.8 (50.5) 103.2% 75.8 (50.5)

11 埼玉県 108.1 (72.1) 106.7 (71.1) 98.7% 108.2 (72.1) 35 山口県 52.1 (34.7) 49.0 (32.7) 94.1% 52.6 (35.1)

12 千葉県 140.0 (93.3) 137.3 (91.5) 98.1% 137.3 (91.5) 36 徳島県 42.3 (28.2) 36.5 (24.3) 86.2% 45.5 (30.3)

13 東京都 149.1 (99.4) 153.2 (102.1) 102.8% 153.2 (102.1) 37 香川県 37.6 (25.0) 34.3 (22.9) 91.5% 34.3 (22.9)

14 神奈川県 113.4 (75.6) 104.1 (69.4) 91.8% 113.4 (75.6) 38 愛媛県 54.8 (36.5) 45.6 (30.4) 83.2% 54.4 (36.2)

15 新潟県 42.6 (28.4) 35.2 (23.4) 82.5% 41.7 (27.8) 39 高知県 43.6 (29.0) 42.1 (28.1) 96.6% 42.1 (28.1)

16 富山県 37.8 (25.2) 39.6 (26.4) 104.6% 39.6 (26.4) 40 福岡県 112.9 (75.2) 108.4 (72.3) 96.1% 109.1 (72.7)

17 石川県 24.7 (16.4) 23.6 (15.7) 95.5% 23.8 (15.9) 41 佐賀県 24.4 (16.3) 24.6 (16.4) 100.8% 25.5 (17.0)

18 福井県 15.9 (10.6) 14.7 (9.8) 92.0% 14.7 (9.8) 42 長崎県 43.7 (29.1) 39.7 (26.5) 91.0% 44.0 (29.3)

19 山梨県 29.7 (19.8) 28.1 (18.8) 94.8% 29.0 (19.3) 43 熊本県 54.0 (36.0) 50.4 (33.6) 93.3% 50.4 (33.6)

20 長野県 30.0 (20.0) 29.0 (19.3) 96.8% 31.8 (21.2) 44 大分県 27.3 (18.2) 29.4 (19.6) 107.8% 29.5 (19.6)

21 岐阜県 50.8 (33.9) 49.4 (32.9) 97.2% 49.8 (33.2) 45 宮崎県 46.0 (30.7) 40.0 (26.6) 86.9% 46.1 (30.7)

22 静岡県 86.8 (57.9) 79.2 (52.8) 91.3% 92.6 (61.7) 46 鹿児島県 45.3 (30.2) 46.1 (30.7) 101.7% 46.6 (31.1)

23 愛知県 106.9 (71.3) 104.1 (69.4) 97.4% 110.1 (73.4) 47 沖縄県 75.0 (50.0) 70.4 (46.9) 93.8% 70.8 (47.2)

24 三重県 66.2 (44.2) 65.0 (43.3) 98.2% 65.0 (43.3) 合 計 2,911.9 (1,941.3) 2,775.7 (1,850.5) 95.3% 2,925.3 (1,950.2)

単位：億円
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５ -５．地域医療介護総合確保基金（医療分・区分Ⅵ）の都道府県別累積執行状況
（令和２年度交付分）

※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 ※執行（予定）額には運用益が含まれている。
※執行（予定）額は、令和３年度以降に具体的な執行予定の目途が立っている金額を含んでいる。 ※執行率は公費ベースで計算している。

※括弧内は国費【区分Ⅵ】勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
都道府県 a.交付額 b.執行額

執行率
b/a

参考：執行（予定）額 都道府 都道府県 a.交付額 b.執行額
執行率
b/a

参考：執行（予定）額

01 北海道 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 25 滋賀県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

02 青森県 0.0 (0.0)  0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 26 京都府 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

03 岩手県 0.2 (0.2) 0.2 (0.1) 76.6% 0.2 (0.1) 27 大阪府 5.6 (3.7) 3.6 (2.4) 64.3% 5.6 (3.7)

04 宮城県 0.0 (0.0)  0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 28 兵庫県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

05 秋田県 1.0 (0.7) 0.0 (0.0) 0.0% 1.0 (0.7) 29 奈良県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

06 山形県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 30 和歌山県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

07 福島県 0.7 (0.4) 0.3 (0.2) 49.3% 0.3 (0.2) 31 鳥取県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

08 茨城県 4.4 (2.9) 0.4 (0.3) 8.7% 4.4 (2.9) 32 島根県 0.8 (0.6) 0.0 (0.0) 0.0% 0.8 (0.6)

09 栃木県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 33 岡山県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 

10 群馬県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 34 広島県 0.7 (0.4) 0.7 (0.4) 100.0% 0.7 (0.4)

11 埼玉県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 35 山口県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

12 千葉県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 36 徳島県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

13 東京都 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 37 香川県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

14 神奈川県 4.0 (2.7) 0.2 (0.1) 4.7% 4.0 (2.7) 38 愛媛県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

15 新潟県 0.5 (0.4) 0.0 (0.0) 2.8% 0.5 (0.4) 39 高知県 1.0 (0.7) 1.0 (0.7) 100.0% 1.0 (0.7)

16 富山県 1.3 (0.9) 0.3 (0.2) 25.8% 0.3 (0.2) 40 福岡県 3.2 (2.1) 2.5 (1.7) 79.1% 2.5 (1.7)

17 石川県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 41 佐賀県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 

18 福井県 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 42 長崎県 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 100.0% 0.1 (0.1)

19 山梨県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 43 熊本県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

20 長野県 0.6 (0.4) 0.3 (0.2) 51.6% 0.3 (0.2) 44 大分県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

21 岐阜県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 45 宮崎県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0)

22 静岡県 3.2 (2.1) 0.6 (0.4) 19.5% 3.2 (2.1) 46 鹿児島県 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 96.7% 0.2 (0.2)

23 愛知県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 47 沖縄県 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0% 0.0 (0.0) 

24 三重県 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 18.4% 0.0 (0.0) 合 計 28.0 (18.6) 10.6 (7.1) 37.8% 25.3 (16.9)

単位：億円

5-11



６．論点と見直しの方向性

○ 一部の事業区分において、都道府県の基金の執行状況が低調であることを踏まえ、ニーズの高い取組に重点的な支援を
行うことが、今後の地域医療構想の実現に必要不可欠なのではないか。

○ 都道府県での執行状況が低調である「医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」については、都道府県の事業の進
捗評価等を踏まえ、執行残額の積極的な活用を図る予算配分を行っていく。

○ 「医療従事者の確保に関する事業」について、地域の実情に沿った取組を支援するための方策を検討する。

○ いずれにせよ、自治体等と丁寧にコミュニケーションを図りながら、地域医療構想が着実に進むよう取り組んでいく。

○ 都道府県に造成された基金のうち、「医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」については執行率が低調となって
いる。

○ 執行率が低調な理由としては、個々の医療機関において地域医療構想を踏まえた対応方針の作成を進めているところで
あるが、長期的な計画であり、地域の関係者との協議などに一定の時間を要することに加え、現下の新型コロナ対応に
よって関係者による協議が困難であったなどといった声が自治体などから寄せられており、それが基金の執行状況に繋
がっていると考えられる。

○ 他方で、「医療従事者の確保に関する事業」については、交付額のほとんどが執行されており、新型コロナ対応を踏ま
えた医療人材の質の確保や2024年から施行される医師の働き方改革に向けた対応として、これまで以上に「人への投
資」に対する需要が高まっている。

論点

現状

見直しの方向性
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事業名 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 レビュー番号 0033 担当部局・課室 医政局地域医療計画課

課題

将来を見据え、中長期的な人口構造の変化に対応
した、持続可能な医療提供体制の構築に向け、各都
道府県が、地域の実情を踏まえた地域医療構想を
進める必要がある。

○地域医療構想における2025年の病床の必要量
（合計119.1万床）
高度急性期：13.1万床 急性期：40.1万床

回復期：37.5万床 慢性期：28.4万床

【2020年度病床機能報告】
○2020年実績（合計120.9万床）
高度急性期：15.6万床 急性期：54.7万床

回復期：18.9万床 慢性期：31.7万床

○2025年見込（合計119.8万床）
高度急性期：15.9万床 急性期：53.5万床

回復期：20.5万床 慢性期：29.9万床

現状分析

団塊の世代が75歳を迎える2025年や、それ以降も長
期的に継続する人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの
質・量の変化を見据え、地域で不足する機能の確保、
医療機関の間の役割分担や連携など、各都道府県にお
いて地域医療構想の取組を進めている。

【人口構造の変化（単位：万人）】
15歳～64歳 65歳以上(うち75歳以上)

2015年 7,728 3,387（1,632）
2025年 7,170 3,677（2,180）
2040年 5,978 3,921（2,239）
※2025年及び2040年は推計
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来
推計人口（平成29年推計）」

事業概要
【□新規 ☑既存 □モデル □大幅見直し】

医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するた
め、地方公共団体の将来目指すべき医療提供体制
等の実現に資する事業（病床の機能分化・連携、
病床機能の再編、在宅医療の推進、医療従事者の
確保・勤務環境の改善）への財政的支援を行い、
施策の推進を図ることを目的とする。

令和４年度
予算額
75,077百万円

令和３年度
予算額
85,077百万円
執行額
56,176百万円

【インプット】

都道府県計画の
事業件数
令和４年度目標
1,754件

都道府県における、
○回復期病床の増加
○訪問看護事業所数の
増加

○医師数の増加
○特定行為研修を受講
した看護師数の増加

等

地域の実情に沿った病
床の機能分化・連携等
の促進による地域医療
構想の実現

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】

地域医療構想の
推進を通じ、質の
高い効率的な医
療提供体制を整
備すること

都道府県が都道府県計
画（市町村計画を含む。
以下同じ）を策定して実
施する以下(1)から(5)の
事業

(1)地域医療構想の達
成に向けた医療機関
の施設又は設備の整
備に関する事業

(2)地域医療構想の達
成に向けた病床の機
能又は病床数の変更
に関する事業

(3)居宅等における医療
の提供に関する事業

(4)医療従事者の確保に
関する事業

(5)勤務医の労働時間
短縮に向けた体制の
整備に関する事業
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事業名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度要求

予算額（補正後） 54,940 55,892 72,631 125,178

執行額 54,940 55,618 56,176

執行率 100% 100% 77%

（事業の概要）

（論点）

参考

・平成26年度～令和２年度基金執行額等（公費ベース）

　交付総額　6,206.7億円

　執行総額　4,401.1億円

　執行（予定）総額　5,336.9億円

　基金執行率（実績）（執行総額／交付総額）70.9％

　基金執行率（予定含む）（執行（予定）総額／交付総額）86％

論点等説明シート

医療・介護サービスの提供体制改革のための基金

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、地方公共団体の将来目指すべき医療
提供体制等の実現に資する事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療従事
者・介護事業者の確保・勤務環境の改善）への財政的支援を行い、施策の推進を図ることを目
的とする。
　厚生労働省から都道府県へ、地域の実情に応じて各都道府県が策定した都道府県計画に基
づき、「医療・介護サービスの提供体制の改革」を推進するための基金造成に必要な経費を交付
し、各都道府県において基金を造成する。

＜事業メニュー＞本シートの予算額は医療分のみ
○地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
○地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
○居宅等における医療の提供に関する事業
○医療従事者の確保に関する事業
○勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

・一部の事業区分において、都道府県の基金の執行状況が低調であることを踏まえ、ニーズの
高い取組に重点的な支援を行うことが、今後の地域医療構想の実現に必要不可欠なのではな
いか。

事業番号 ⑤
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事業番号 - - -

（ ）

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
-

- - -

目標値 - -

- - - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

執行額／事
業件数 54,940/1,637 55,618/1,761

中間目標 目標最終年度

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

56,176/1,754

- 年度 -

1,754 -

当初見込み 件 1,614 1,637 1,761 1,754

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト 百万円

1,637 1,761

-- -

成果実績 - - -

達成度 ％ -

年度

- - -

執行額／事業件数

34 32 32

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 75,077 0

活動内容
（アクティビ
ティ）

地域の実情に応じて各都道府県が策定した都道府県計画に基づき、「医療・介護サービスの提供体制の改革」を推進するための基金造成に
必要な経費を交付

地域医療構想の達成に向
けた医療機関の施設又は
設備の整備等

都道府県計画の事業件数
活動実績 件

主な増減理由

医療介護提供体制改革推
進交付金

75,077

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

80% 70% 66%

執行率（％） 100% 100% 77%

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、地方公共団体の将来目指すべき医療提供体制等の実現に資する事業（病床の機能分化・連携、在
宅医療・介護の推進、医療従事者・介護従事者の確保・勤務環境の改善）への財政的支援を行い、施策の推進を図ることを目的とする。

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 54,940 55,618 56,176

計 54,940 55,892 72,631 125,178 0

予備費等 - - -

予算
の状
況

前年度から繰越し

-

翌年度へ繰越し ▲ 13,970 ▲ 37,655 ▲ 50,101

- -

令和5年度要求

当初予算 68,910 79,577 85,077 75,077

補正予算 -

- 13,970 37,655 50,101

事業名 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 担当部局庁 医政局 作成責任者

事業開始年度 平成26年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022 厚労 21

令和4年度行政事業レビューシート 厚生労働省

主要政策・施策 - 主要経費 社会保障

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、地方公共団体の将来目指すべき医療提供体制等の実現に資する事業（病床の機能分化・連携、在
宅医療・介護の推進、医療従事者・介護従事者の確保・勤務環境の改善）への財政的支援を行い、施策の推進を図ることを目的とする。

地域医療計画課 課長：鷲見　学

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律　第６条

関係する
計画、通知等
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47 - -

達成度 ％ 100 100 100 - -

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

代替目標 代替指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度

過年度の都道府県計画の
事後評価を行う

過年度の都道府県計画の
事後評価を行った都道府
県数

実績 都道府県 47 47 47 - -

目標値 都道府県 47 47

定量的な目標
が設定できな
い理由及び定
性的な成果目

標

定量的な目標が設定できない理由 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績

医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、各都道
府県が実情に応じて必要な医療提供体制等の実現に資する事
業を計画的に行う。
地域の実情に応じて各都道府県が策定した都道府県計画に基づ
き、「医療・介護サービスの提供体制の改革」を推進する事業を
計画的に行うものであることから、定量的指標の設定は困難であ
る。

将来のあるべき医療提供体制の実現ため、都道府県は、計画した事業を実
施する。
令和３年度は1,754件の事業を計画した。

定
量
的
な
成
果
目
標
の
設
定
が
困
難
な
場
合

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ‐ －

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○
都道府県は自ら策定した「都道府県計画」に基づく事業に活
用できるため、実効性の高い事業である。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○
令和３年度の活動実績は、当初見込みの約99.6％となって
おり、概ね見込に見合ったものである。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

‐ －

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
都道府県が策定する「都道府県計画」に基づいて交付額を
決定しており、「都道府県計画」の定められた事業の実施に
活用するため、目的に即した用途に限られる。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

地域医療構想の達成に向けて、各都道府県が中長期的な
視点で事業計画を策定しているが、地域での協議が調わな
い等により当初予定どおりに整備等が進まなかったため。ま
たそれに加え、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影
響に伴い当初想定した事業規模が縮小・延期されたため。

○
補助率等は、各都道府県において妥当性を精査し、設定し
ている。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
合理的でかつ必要な経費に限られているため、単位当たりコ
ストの水準は妥当である。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○ －

各都道府県において整備された施設等は、十分に活用され
ている。

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関

係

政
策
評
価

政策 施策大目標１　地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること

施策

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ‐

－
一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、医
療・介護サービスの提供体制を推進することは急務の課題
であり、国費を投入しなければ事業目的が達成できない。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

病床の機能分化・連携、在宅医療、医師・看護師等の医療
従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの
構築と言った医療・介護サービスの提供体制を推進するた
め、国として財政支援する必要がある。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○
各都道府県が実情に応じて優先度の高い事業を実施してい
る。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

地域医療構想の達成に向けて、各都道府県が中長期的な
視点で事業計画を策定しているが、地域での協議が調わな
い等により当初予定どおりに整備等が進まなかったため。ま
たそれに加え、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影
響に伴い当初想定した事業規模が縮小・延期されたため。

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000887984.pdf

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/dl/r03_jizenbunseki/I-1-2.pdf

該当箇所 1,2,4ページ

新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
改
革
工
程
表

2
0
2
1

取組
事項

分野： 社会保障

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

効率的かつ質の高い医療を提供するために病床
機能の分化・連携を推進するとともに、在宅医療・
介護連携を図り、地域包括ケアシステムを構築す
ること（施策目標Ⅰ－１－２）

22ページ
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-

2021 厚労 20

厚生労働省 0037

令和3年度

令和2年度 厚生労働省 0033

0033

平成30年度 0037

令和元年度

平成28年度 34

平成29年度 0039

平成26年度 新26-008

平成27年度 35

-

平成25年度 -

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 -

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-事業名事業番号

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

当該事業は、将来あるべき医療提供体制等の実現のため、都道府県が地域の実情に応じて都道府県計画を作成し、事業を実施できるよう、
地域医療介護総合確保基金を創設し、都道府県に設置するものである。
都道府県が事業を実施することにより、将来あるべき医療提供体制が実現されると見込まれるため、引き続き実施してまいりたい。
なお、令和３年度は都道府県が計画した1,754件の事業に基金を交付している。

改善の
方向性

将来目指すべき医療提供体制等の実現に向け、今後とも基金を活用していただく必要があるため、引き続き適正な執行に努めてまいりたい。

平成24年度
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※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

厚生労働省

６８，９１０百万円

計 4,969 計 0

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

補助金 医療介護提供体制改革推進交付金 4,969

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東京都 B.

費　目 使　途

地域の実情に応じて各都道府県が策定した都道府県計画に基づき、「医療・
介護サービスの提供体制の改革」を推進する事業を計画的に実施するため
の基金の造成に必要な経費を交付する。

【補助】地域医療介護総合確保基金への積み増し

A.各都道府県（４７）

56,176百万円
※交付額1位 東京都（4,969百万円）

基金残高 集計中

（内国庫補助相当額 集計中）

地域の実情に応じて各都道府県が策定した都道府県計画に基づき、「医療・介護
サービスの提供体制の改革」を推進する事業を計画的に実施するための基金を
造成する。

56,176百万円
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支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - -

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

- - -10 広島県 7000020340006
医療介護提供体制改革推
進交付金

1,606 補助金等交付

-

9 愛知県 1000020230006
医療介護提供体制改革推
進交付金

1,684 補助金等交付 - - -

- -

8 茨城県 2000020080004
医療介護提供体制改革推
進交付金

1,743 補助金等交付 - -

- - -

7 千葉県 4000020120006
医療介護提供体制改革推
進交付金

1,946 補助金等交付 -

6 新潟県 5000020150002
医療介護提供体制改革推
進交付金

1,970 補助金等交付

-

5 福岡県 6000020400009
医療介護提供体制改革推
進交付金

1,972 補助金等交付 - - -

- -

4 北海道 7000020010006
医療介護提供体制改革推
進交付金

2,305 補助金等交付 - -

- - -

3 大阪府 4000020270008
医療介護提供体制改革推
進交付金

3,300 補助金等交付 -

2 兵庫県 8000020280003
医療介護提供体制改革推
進交付金

3,920 補助金等交付

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 東京都 8000020130001
医療介護提供体制改革推
進交付金

4,969 補助金等交付 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率
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